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要旨 

 2050年までの脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの大量導入は不可欠である。

そして、地域の未利用資源を有効活用する再生可能エネルギーの導入を促進するにあたって、地

方自治体や地域住民の理解促進は重要な課題となっている。特に、地熱資源を活用する地熱発

電と、海洋を利用する洋上風力発電は、それぞれのエリアで携わる地元住民の理解が必要不可

欠である。地熱発電においては、同じく地熱資源の恩恵を受ける温泉地が隣接している場合が多

く、地元温泉事業者と共存していく必要がある。洋上風力発電においては、漁業をはじめとする近

海や港湾に携わる利害関係者と共存していく必要がある。そのなかで、地域に資する再エネを推

進したい地方自治体や地域住民の期待も大きいため、再エネのために地域資源の活用を検討す

る判断材料の一つとして、再エネ導入による地域経済効果がどの程度のものになるか、非常に関

心の高いテーマとなっている。 今後日本では、未開発かつポテンシャルが大きいと見込まれる地

熱発電と洋上風力発電がいかに地域に還元されるかによって、今後の再エネの大量導入と地域

経済の行方が大きく左右される。 

そこで本研究では、再エネの大量導入のために必要と考える地域住民や地方自治体の合意形

成を促進するために、地熱発電と洋上風力発電における地域経済付加価値分析を作成し、再エ

ネを大量導入するために考えられる具体的な取り組みや政策について、地域経済付加価値を活

用して定量的にその効果や特徴を明らかにした。 

 本研究の構成は、以下の通りである。第１章では、国内外における気候変動対策の経緯と日本

における再エネポテンシャルの現状を確認し、再エネの導入に求められる地域住民と地方自治体

との合意形成の必要性について述べた。第２章では、再生可能エネルギーと地域経済に関する先

行研究をもとに他の経済分析手法と比較し、本研究で扱う地域経済付加価値分析モデルの優位

性について明らかにした。第３章では、日本で未開発かつポテンシャルが大きい地熱発電におけ

る地域経済付加価値分析モデルを作成し、地域と共生した地熱発電の特徴について明らかにし

た。第４章では、今後大量導入が見込まれる洋上風力発電における地域経済付加価値分析モデ

ルを作成し、地域と共生した洋上風力発電の特徴について明らかにした。第３章の地熱発電と第４

章の洋上風力発電では、地域経済付加価値を高めるためには地元出資率をできるだけ引き上げ

ることを指摘した。第５章では、再エネの大量導入やポストFIT時代に向けて、地元出資率の引き

上げを促進する政策を検証するために地域経済付加価値分析の応用について述べた。 

 脱炭素社会の実現のためには再エネの大量導入の具体策が求められている。本研究では、再

エネの大量導入に必要不可欠な地域住民や地方自治体の理解を促進するために、地域経済付

加価値分析モデルを新たに作成し、発電事業の地元出資率を引き上げる取り組みや政策を定量

的に検証した。 
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第１章 序論 

 

1.1 国内外における気候変動対策 

 持続可能な社会の実現に向けて、気候変動対策が求められている。多くの国では 2050 年まで

に温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて動き出している。気候変動対策の先進国である EUで

は、すでに再生可能エネルギー（以下、再エネ）の導入が大幅に進んでおり、全体発電量に占め

る再エネ導入量は年々上昇している1。さらに、2020 年には欧州域内全体で温室効果ガスの排出

量を 2050 年までに実質ゼロにする目標に対して、法的拘束力を持たせる「欧州気候法案」が発表

されたため、今後さらに欧州域内全体で再エネの導入が進むと見込まれる。2 

 日本においても 2011年の東日本大震災以降、固定価格買取制度（以下、FIT）など再エネを後

押しする政策もあり、太陽光発電を中心に再エネの導入は大幅に増えている3。 2050 年に向けて

も、日本政府は再エネ政策で先を行く欧州等に足並みを揃えて、2050 年までに温室効果ガス排

出量の実質ゼロの方針を発表した。しかし、日本における現在の電源構成は火力発電によってほ

とんど占められており、発電部門の温室効果ガスの削減が急務となっている。2050 年の脱炭素社

会実現の目標に向けて、再エネの大量導入のために、FITに代わるポスト FIT 時代における具体

的な方策が求められる。 

 日本における発電量の大半は火力発電由来だが、再エネのポテンシャルは日本のエネルギー

需要を十分賄えるほど大きい4。その中で、太陽光発電の導入はすでに進んだが、それでも全体の

電源構成に占める再エネの割合はまだ 20%に満たず、このままでは 2050 年の目標は非現実的で

ある。 

日本においてポテンシャルが大きい電源の一つに洋上風力発電がある5。排他的経済水域が広

い日本における洋上風力発電は、単体で日本全体のエネルギー需要を賄うほどのポテンシャルが

あると見込まれている。洋上風力発電分野でも先行する欧州で導入が進んだことでコストが徐々に

下がっており、将来的な日本の主力電源としても期待されている。 

また、風や太陽光など天候に左右される再エネ電源と違い、地熱発電は年中安定した再エネ電

源として期待されている。日本における地熱発電は、世界 3位の大きな資源ポテンシャルを抱えて

いる（村岡, 2009）。地熱発電のポテンシャルを見込んで、環境省も地熱発電導入量を 2030 年ま

でに現在の約 3倍に増やす目標を立てている（環境省, 2014）。 

 
1 Renewable energy statistics （eurostat） 
2 EU Climate Law (2020) 
3 エネルギー需給実績確報値（経済産業省） 

4 環境省 再生可能エネルギー情報提供システム 

5 地域別ポテンシャル（https://www.isep.or.jp/jsr/2017report/chapter5/5-3） 
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1.2 再生可能エネルギーと合意形成 

 日本にも再エネのポテンシャルが十分あるにも関わらず、そこまで再エネの導入が進んでいない

要因の一つに、地域住民との合意形成問題が挙げられる。 

合意形成問題とは、再エネの発電所の設置を検討する際に、建設予定地周辺の住民による懸念

や反対運動で事業の進行が遅れる問題である。洋上風力発電は主に漁業関係者、地熱発電は主

に地元温泉事業者と共存していく必要がある。これらの地域住民や地方自治体の理解が得られな

いと、円滑な発電事業を進めるのは難しい。地熱発電をはじめ、実際に地域住民の反対運動によ

って発電事業計画が中止になったケースは少なくない。近年国内でも発電計画が増えてきた洋上

風力発電においても、周辺住民の反対運動は増え始めている。 

地域住民との関係がうまくいかない大きな要因の一つとして、地域住民や地域全体へのメリット

が見えてこないことが挙げられる。例えば、十分な地熱調査が行われるとはいえ、地熱発電の稼働

が開始されれば温泉枯渇のリスクはある。仮に、実際のリスクは科学的に小さい場合でも、地元住

民の考えるリスクは大きくなる傾向にある。また、温泉を含む観光産業は、地域にとっての主産業で

あることも多く、地域全体の経済も脅かす可能性も考えられる。これらのリスクを上回るメリットを可視

化されなければ、温泉枯渇のリスクに晒される地域住民の理解を得るのは難しい。洋上風力発電

においても、大量の洋上風車設置による漁業や景観への影響が懸念されている。このように、市場

取引を介さずに発電所設置による隠れたコストは外部不経済という。地域の人にとって観光や漁業

への影響は死活問題であり、地熱発電や洋上風力発電の設置によって生じる外部コストを懸念す

るため、再エネ政策全体には賛同していても、自分の近所には設置してほしくないと考える

NIMBY（Not in my backyard）の心理が働く。 

一方で、再エネは単なる電力を生み出す便益だけでなく、気候変動による外部コストを解消する

点も見逃せない。例えば、国際再生可能エネルギー機関（IRENA）のレポートでは、再エネの設置

が進まず、既存電源が現状で維持された場合、大気汚染や異常気象などの災害によって生じる将

来の損害は全世界で毎年 1.2兆ドルから 4.2兆ドル（約 120兆円から 440兆円）に達すると試算さ

れている6。また、隠れた便益として、地域に再エネを設置することによる地域経済効果も見込ま

れ、地方自治体や業種によってはその恩恵を受ける。 

このように、これらの隠れたコストは、将来的に自分たちの借金になる。これらの外部コストを含め

て、再エネの設置による便益について天秤にかける必要がある。それらの懸念するリスクを上回る

便益を地域住民や地方自治体に対して可視化して示さなければ、日本において再エネの大量導

入は難しい。地域住民や地方自治体にこのような便益を示すにあたって、大半の人々に理解しや

すいツールである必要がある。再エネ導入による効果を測定する方法はいくつかあるが、そのなか

 
6 IRENA (2016)“Remap 2016: Roadmap for a Renewable Energy Future, 2016 Edition” 
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で地域の未利用資源を活用する再エネによる地域への経済効果の測定に期待される役割はとて

も大きい。一般の地域住民にとっても新聞記事などに出てくる経済波及効果は科学的な説明よりも

馴染みがあるため理解しやすい。なぜなら、地域経済効果は定量的で金額が表示されるからであ

る。地域住民や地方自治体に対して再エネ導入の是非を問う際に、地域経済効果の可視化が合

意形成ツールの一つとしての定量的な選択肢になる。 

 

 

1.3 本研究の目的と方法 

再エネによる地域経済効果を分析した日本の研究は蓄積されている。これらの多くは、中村ほ

か(2012)や霜浦ほか(2013)など産業連関分析を用いたものとなっている。たとえば、本藤ほか

(2013)や稗貫ほか(2015)による拡張産業連関モデルを用いた地熱発電のライフサイクル雇用分析

や、科学技術動向研究センター(2013)による拡張産業連関表による再生可能エネルギー発電施

設建設の経済・環境への波及効果分析、Nakanoほか(2013)による"Development of a Japanese 

Input-Output Table for Renewable Energy and Smart Grid System"で、地熱発電による経済効果

や雇用効果が分析されている。  

また、地方自治体レベルの経済効果を測定する手段の一つして、ベルリンにあるエコロジー経

済研究所(Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: IÖW)が開発した地域経済付加価値モデ

ルが挙げられる(Hirschl et al. 2010)。このモデルは、バリューチェーン（Porter, 1985）を用いてお

り、ラウパッハほか（2015）や小川（2018）などで再エネ各電源特有のバリューチェーンを構築し、日

本において入手可能な基礎データを活用して地域経済の付加価値を計算している。 

 そこで本研究では、地域と共生する再エネの大量導入に向けて、国内で資源ポテンシャルが十

分見込まれる洋上風力発電と地熱発電の地域経済付加価値分析（RVA）モデルを新たに作成し

た。地熱 RVA と洋上風力 RVAは、それぞれで利害関係がある地域住民や地方自治体との合意

形成ツールとして活用することを目的としている。また、RVAの応用で、再エネの大量導入の具体

策として考えられる取り組みや政策を定量的に明らかにする。 

 本論文の構成と分析手法は以下の通りである。第２章では、再生可能エネルギーと地域経済に

関する先行研究をもとに他の経済分析手法と比較し、本研究で扱う地域経済付加価値分析モデ

ルの優位性について明らかにする。第３章では、地熱発電の大量導入を阻害する合意形成問題

に触れ、地熱発電におけるRVAモデルを作成する。また、地熱RVAを活用して地域と共生する地

熱発電の特徴について明らかにする。第４章では、多くの発電事業計画が立ち上がる洋上風力発

電におけるRVAモデルを作成し、洋上風力RVAを活用して地域と共生する洋上風力発電の特徴

について明らかにする。第５章では、第３章の地熱発電と第４章の洋上風力発電で得た結果をもと

に、今後の再エネの大量導入やポストFIT時代に向けて、地元出資率の引き上げを促進する政策
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を検証するために地域経済付加価値分析を活用して、再エネの大量導入を促進すると考えられる

具体的な方策について論じ、第６章で結論を述べる。 

 本研究を通して、発電事業や政策選択の合意形成ツールの一つとして RVAを活用することで、

地域と共生する再エネの大量導入やポスト FIT 時代を見据えて、議論の土台となる具体策の検証

と実現に貢献することを目指す。 
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第２章 地域経済付加価値分析概論 

 

2.1 再生可能エネルギーと地域経済の関係 

 第１章 2節にて、再エネの大量導入のために、地域経済効果の可視化が合意形成ツールの一

つとして、発電所設置予定の周辺にいる地域住民や地方自治体に対する理解促進に寄与するこ

とが見込まれることを述べた。本節では、再エネと地域経済の関係性について明らかにする。 

 資源に乏しい日本は、これまでエネルギーを輸入するために毎年 10兆円以上の資金を費やし

ている。エネルギーの輸入額は、世界の市場価格や為替によって大きく変動するが、ここ�近では

自動車産業など輸出産業の貿易黒字を打ち消すほどの貿易赤字をエネルギーの輸入だけで占

める傾向にある。日本において火力発電所や原子力発電所の多くは、国産メーカーで構成されて

いるため、建設時の設備投資の部分で多くの経済効果が見込まれる。しかし、漏れバケツ理論7の

ように、輸出産業などで利益を生み出しても、国外に流出するお金も多い。漏れバケツ理論とは、

穴の空いたバケツに水を注ぎ込んでも漏れてしまうように、経済構造によってはどれだけ稼いでも

そのお金は海外に流出していく様子を指す。特に 2011年の福島原発事故以降、日本における火

力発電の割合が増えた。2013年においては、エネルギー輸入額だけで 26兆円（石油約 18.6兆

円、LNG約 7.3 兆円）に上り、日本にとってエネルギー支出は�大の貿易収支悪化の要因となっ

ている8。 

 一方で、国内の未利用資源を有効活用する再エネの場合、海外の資源に頼る必要がなく、再エ

ネ資源の多くは日本の地方に点在する。つまり、これまで中東などの資源輸出国に流出していた

年間 10兆円以上のエネルギー支出は、資源輸出国から日本の地方に移転循環することになる。

たしかに、国産メーカーで生産される火力発電や原子力発電とは違い、多くの再エネメーカーは

海外メーカーが担うことが多く、設備投資による投資額の多くは海外に流出する。しかし、再エネ導

入に伴う設備の設置工事や維持管理は国内企業が担う上に、その多くの事業は発電所設置予定

の場所に近い企業が下請けとして選ばれることも多い。そのため再エネの大量導入は、環境保全

だけでなく、地域経済の活性化にも貢献することが見込まれる。少子高齢化などで衰退する地域

経済にとって大きな景気刺激策になり、2014年から始まった地方創生の取組方針にも合致する9。

また、海外から輸入する化石燃料と違い、為替リスクや市場リスクも少ないため、安定した価格でエ

ネルギー源を得ることができ、日本のエネルギー安全保障の面においても良い影響を与える。 

 
7 Plugging the Leaks (New Economics Foundation) 
8 財務省「貿易統計」 
9 環境モデル都市/環境未来都市 （環境省） 



 12 

 しかし、再エネの大量導入は地域経済に大きな効果をもたらす可能性がある一方、地方で事業

展開される多くの再エネ発電事業者は首都圏資本の企業が主体となっているため、現状では発電

事業から得られる利潤の多くは首都圏に流出する。そのため、再エネの発電事業が日本の地方で

行われることになっても、そのほとんどの利潤は地域外に流出している。発電所自体は近くにあっ

ても地域に何もメリットがなければ、地域住民や地方自治体の理解を得ることは難しく、発電事業

者との合意形成に不安を残すことになる。 

 ただ、実際には域外資本の発電事業でも、固定資産税や雇用創出などで立地自治体にお金は

落ちていることが多い。しかし、発電事業の事業スキームや発電所工事の発注先に大きく左右さ

れ、地域の状況や環境によって地域経済効果の度合いも内訳も大きく変わるため、一概に再エネ

発電事業に対して地域経済効果の有無を断定することは難しい。 

そのため、地域住民や地方自治体のメリットを可視化する手段の一つとして、地域経済効果の可

視化への期待は大きい。これまで自分たちの周辺で再エネの設置が計画されても、現在の法律で

は基本的に発電所を設置する土地の所有者が中心となるため、周辺住民が話に入る機会はほと

んどない。しかし、このような手段を活用することで、地域住民や地方自治体の関係者に対して「地

域経済効果が見込まれる再エネがある未来」と「再エネを設置しない未来」の間で比較できる選択

肢を提示し、地域として再エネにどう向き合うか選択の機会を作ることができる。 

これらの一連の関係構築が再エネ発電事業者と地域の間で増え、地元へのメリットの可視化が進

めば、環境保全やエネルギー安全保障だけでなく、地域経済にも効果が見込まれる再エネの導入

は大幅に増えると考えられる。そこで本研究では、合意形成ツールの一つとして、地域経済付加価

値分析（Regional Value-added Analysis）を取り上げる。 

 

 

2.2  地域経済付加価値分析（RVA）とは 

2.2.1 国内外における再生可能エネルギーの経済分析 

 国内外で産業連関分析を中心に、再生可能エネルギーによる地域経済効果を分析した研究が

蓄積されている。 

 日本において、霜浦ほか(2013)では環境産業分析用の地域産業連関分析を用いた地域経済効

果を分析し、高知県における太陽光発電に関する地域経済効果の比較分析を行なっている。ま

た、松本ほか (2010、2011)では、拡張産業連関表を用いて、太陽光・風力発電導入による雇用効

果を研究している。科学技術動向研究センター(2013)では、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス

を対象にした拡張産業連関表による再生可能エネルギー発電施設建設の経済・環境への波及効

果分析を行なっている。さらに、本藤ほか(2013)や稗貫ほか(2015)は、拡張産業連関モデルを用い

た地熱発電のライフサイクル雇用分析、Nakano ほか(2013)による"Development of a Japanese 
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Input-Output Table for Renewable Energy and Smart Grid System"で、地熱発電による経済効果

や雇用効果が分析されている。地方自治体レベルの産業連関分析においては、都道府県レベル

の産業連関表から按分する形が多く、中村(2014)では産業連関表から見る地域経済構造で、地方

自治体レベルの産業連関表作成の意義と都道府県レベルから按分する手法について論じてい

る。  

 海外においても Brieitschopf et al. (2011)では、再生可能エネルギーによる雇用創出効果や経

済効果に関して、グローバルレベル、国家レベル、地域レベルで体系的にまとめられている。ま

た、Lehr et al. (2011)はドイツの国家レベルでの研究、APPA (2009)はスペインの国家レベルの研

究が挙げられる。さらに、地域レベルでは、Coon et al.(2012)で米国ノースダコタ州における研究、

Allan et al (2010)ではスコットランドのシェトランド諸島における研究が見られる。 

 産業連関分析は直接効果と間接効果を含む幅広い産業部門ごとに経済効果を測定することが

できるため、再生可能エネルギーによる経済効果を評価する手法として幅広く用いられてきた。し

かし、地域レベルでの再生可能エネルギー事業において産業連関分析を適用する場合、さまざま

な問題に直面し、その結果の信頼性は損なわれる恐れがある (Heinbach et al., 2014)。地方自治

体レベルまでデータを加工する過程で、どうしてもその精度は粗くなる傾向にある(小長谷ほか, 

2012, 渡邊, 2014)。 

 特に、地方自治体や複数の自治体による広域連合による地域レベルの測定では、産業連関表

への投入データと技術特有のデータは不十分である。それは、本来国内全体を対象とする産業連

関表をもとに作成するため、乗数効果や部門数の削減や按分などで得られる地域レベルの産業

連関表のデータの質は信頼性が薄くなる上に、地域レベルの産業連関表の基本データも古くなり

がちである(Flegg et al., 2010)。 

 さらに、産業連関表において再生可能エネルギー産業は独立した部門として反映されていな

い。現在は多くの場合、火力発電を含む電力部門やエネルギー全般に関わる部門にまとめられる

ことが多く、再生可能エネルギー事業の特徴や構造を正確に捉えているとは言い難い(Brietschopf 

et al., 2011)。正確な産業連関分析のためには、再生可能エネルギー関連企業の特定のコストや

収益構造に基づいて新たに再生可能エネルギー部門を作って測定する必要がある (Raupach-

Sumiya et al., 2015)。 

これらの産業連関分析の限界に対応するために、再生可能エネルギー産業に特化したバリュー

チェーン分析と連携した付加価値分析モデルを用いることで、再エネによる地域経済の直接効果

を評価する代替的なアプローチを開発したのが、ベルリンにあるエコロジー経済研究所(Institut 

für ökologische Wirtschaftsforschung: IÖW、以下、IÖWモデル)の地域付加価値分析である。IÖW

モデルは、バリューチェーン理論（Porter, 1985）を用いて、再エネ各電源特有のバリューチェーン

を構築することで、地域で設置される再エネの地域付加価値を明らかにする(Hirschl et al., 



 14 

2010)。他にも、トリア大学応用マテリアルフロー研究所（IfaS）や分散型エネルギー技術研究所

（IdE）など様々なシンクタンクが再エネの費用構造を推計し、バリューチェーンアプローチに基づ

いて再エネの地域付加価値の分析を行っている。各モデルで分析箇所や対象の再エネ電源など

多少の差異はあるが、基本的に地域に焦点を当てた分析という点で共通している（小川, 2018）。 

2000 年に入り、ドイツで急激に再エネが普及した背景には、地域住民や地方自治体が主体とな

って自らの手でエネルギーを生産する「エネルギー自治10」の考えが根差していたことも要因として

考えられている。このような分析は、実際の地域のエネルギー計画や気候変動対策などに活用さ

れ、環境面だけでなく地域経済面でも地域に便益をもたらすことを明示している(Raupach, 2014)。 

地域付加価値分析では、地域特有に発生した付加価値のボトムアップのアプローチで、事業者

の税引後利潤、地方税収、従業員の可処分所得の付加価値の配分を分析することができる

(Heinbach et al., 2014)。そのため、地域付加価値分析から得られる結果は地方レベルなどの小さ

な地域経済効果に対して、実際のプロジェクトで得られたデータを積み上げることで検証できるた

め、信頼できる結果をもたらす(中山ほか, 2019)。地域付加価値分析は、地方自治体レベルの経

済効果を測定する手段の一つとして考えられている。本研究では、IÖWモデルをベースに、地熱

発電と洋上風力発電に特化した地域経済付加価値分析（RVA）と、その応用について明らかにす

る。 

 

2.2.2 地域付加価値の定義 
 地域付加価値とは、発電という生産が行われたとき、その活動と、その一段階上流の生産活動が

生み出す付加価値のうち、分析の対象地域の所得になる部分を測定する。 

 地域経済付加価値分析（RVA）とは、バリューチェーン理論をもとに、再エネ事業による経済活動

を主活動と支援活動の機能別に分解して得られる付加価値のうち、地方自治体をはじめとする再

エネの対象地域に関わる地域の付加価値を抽出して推計する分析手法である。 

 RVAが用いるPorter(1985)が提唱したバリューチェーン理論は、企業の経済活動を機能別に分

解してどの部分で付加価値が発生するか明らかにする。バリューチェーンとは、原材料の調達から

商品やサービスが顧客に届くまでに企業が行う活動の連鎖を捉えたものであり、原材料を製品に

して顧客に届けるまでの過程で行われる主活動と、主活動をサポートする支援活動に分けられる。

主活動とは製造・物流・販売で、支援活動は調達・人事・技術開発・企業管理などを指す。バリュー

チェーン分析では、個別の活動ごとに切り分けて分析することで、どの工程で高い付加価値を生

み出し、どの工程に問題があるのかを可視化する。 

 
10 諸富（2015） 
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 このように、バリューチェーン理論を用いて、再エネ各電源特有のバリューチェーンを新たに構築

することで、地域で設置される再エネの地域付加価値を明らかにしたのがIÖWモデルである

(Hirschl et al., 2010)。IÖWモデルでは、Porterのバリューチェーン理論とは違い、バリューチェー

ンの一部となる発電事業による付加価値と関連産業による付加価値のみを測定する。そのため

IÖWモデルで活用するのは、すべての主活動と支援活動を足し合わせるPorterのバリューチェー

ン分析と違い、発電による生産活動とその一段階上流の生産活動が生み出す付加価値のみを対

象とした再エネ事業に特化して作成したバリューチェーン分析の簡便版である。そして、再エネ版

バリューチェーン分析から得られる付加価値のうち、再エネを設置する対象地域に関連する付加

価値のみを抽出したのが地域付加価値である。 

 Heinbachほか(2014)では、IÖWモデルを用いて各電源の設備容量あたりの地域付加価値や、ド

イツの平均的な基礎自治体の付加価値を示している。ラウパッハほか(2015)と小川ほか(2018)で

は、バリューチェーンアプローチを用いるIÖWモデルに基づいて、日本における同様の再生可能

エネルギー事業に関わる一連のデータをもとに、太陽光・風力・小水力・バイオマスにおける地域

付加価値分析モデルの構築に取り組んでいる。また、日本特有の地熱発電においても山東(2017)

で新たなモデルを作成した。 

 

 

2.3  RVA の試算方法 

2.3.1 RVAの構造 

 地域の付加価値を試算するためには、各電源の発電事業で投じた総投資額や支出の内容を細

分化して分析する必要がある。RVAでは、再エネ発電事業の試算を明確にするために、発電事業

を特別目的会社（SPC）で運営することを仮定する。その上で、発電事業全体のライフサイクルを4

つの段階に分解する。①「システム製造段階」、②「計画導入段階」、③「運営維持段階（O&M）」、

④「システムオペレーター段階」である。表１は、太陽光・風力・小水力・バイオマスにおける再エネ

のバリューチェーン、表２は地熱における再エネのバリューチェーンである。 
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表 1 再エネ（太陽光・風力・小水力・バイオマス）のバリューチェーン 

  

表 2 再エネ（地熱）のバリューチェーン 

 
 

これらの再エネのバリューチェーンは、初期投資段階と事業運営段階に分けられる。初期投資段

階とは、①「システム製造段階」と②「計画導入段階」にあたり、発電事業の計画段階から発電所の

操業開始までの期間に相当する。事業運営段階とは、③「運営維持段階（O&M）」と④「システムオ

ペレーター段階」にあたり、発電所の操業開始から発電事業の終了までに相当する。地域付加価

値を試算するにあたって、初期投資段階は初年度の1回だけ含まれ、事業運営段階においては発

電終了までの毎年が試算に含まれる。 

 「システム製造段階」とは、発電所の設備費用にあたる段階を指す。地熱発電においては発電機

や配管設備などにあたり、洋上風力発電においては風車や基礎部分などにあたる。「計画導入段

階」とは、発電所の計画と建設段階を指す。発電所導入に向けた調査から発電所の組み立て工事

など、発電事業の設計企画費や工事費にあたる。 「運営維持段階（O&M）」とは、発電所維持に

必要な運営段階を指す。発電所の運開後に発生する保守のための維持管理費などのサービスや

人件費など毎年必要な支出を指す。その他に、発電所の地代や銀行融資に伴う支払利子、発電

所の保険費、そして発電事業の初期投資の価値から定額法で償却する減価償却費があたる。�

後に「システムオペレーター段階」とは、発電事業から生まれた所得を指す。その中には、毎年計

上される税引後利潤や地方税収なども含まれる(諸富, 2013)。  
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 4つの段階に分けられたそれぞれのバリューチェーンは、再生可能エネルギー事業で発生した費

用のコストデータをもとに、さらにその費用項目を細分化する。発電事業の事業検討段階でRVAを

活用するなど、RVAの作成目的によってはコストデータが確定していない場合があるが、これらの

データが詳細であればあるほど精度の高いRVAを試算することができるため、各段階で費やされ

た投資額の詳細なデータが入手できる限り費用項目を細分化する。 

 

表 3 コスト内訳表 

 

 

 Heinbachほか(2014)と同様、コスト内訳表（表３）では手に入れたコストデータを発電所の設備容

量1kWあたりの値に変換する。その理由は、幅広い発電規模（kW）の地域付加価値分析を柔軟に

試算できるようにするためと、各電源の付加価値を比較分析するためである。 
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 また、コストデータを収集する際に、各工事のコストデータだけでなく、その金額に占める地元調

達率についても詳細なデータがあるほど分析の精度を高めることができる。地元調達率とは、各工

事の金額のうち対象地域からの調達の割合を示したものである。例えば、再エネの発電事業による

対象地域XへのRVAを知りたい場合、発電事業に関わる各工事のコストのうち、地方自治体Xの地

元企業や業者に関わる金額の割合を確認する。都道府県単位や複数の地方自治体への影響を

試算したい場合は、地元調達率の範囲をそれぞれ都道府県や自治体連合への地元調達率に設

定すれば試算することができる。 

 

2.3.2 地域付加価値の３要素 

 RVAで導き出される地域付加価値は、大きく分けて①事業者の税引後利潤、②従業員の可処分

所得、③地方税収の３つの要素から成り立つ（図1）。コストデータをもとに作成された再エネ事業の

各費用項目を用いて、各費用項目で発生する税引後利潤・地方税収・可処分所得の3要素をそれ

ぞれ算出し、�終的に各要素を足し合わせたものが地域付加価値額となる。 

 

 
図 1 地域付加価値の 3 要素 

 

 RVAは、税引後利潤・地方税収・可処分所得から構成される地域の付加価値を推計するため

に、財務省が毎年公開している法人企業統計を活用する。表３のように、発電事業の設置工事費

や土木工事費などが対象となる建設業や、維持管理費や修繕費が対象となる機械等修理業な

ど、コスト内訳表の各費用では、法人企業統計に基づいて業種を分類している。本研究では、平

成29年度法人企業統計で公開されている各業種の数値をもとに、各業界の売上に占める給与と

社会保険料の割合と、売上に占める利潤の割合を算出する。 

 事業者の税引後利潤とは、再エネ事業者（SPC）とその関連企業で要した税引き前利益から税金

分を差し引いた金額である。表３の費用項目において、業種ごとに違う法人企業統計の売上に占

める税引前利潤の割合から、各費用項目の税引前利潤を算出する。例えば、発電所の建設工事

を請け負った建設会社が受ける税引前利潤は、法人企業統計における建設業の売上に占める税
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引前利潤の割合から算出し、そこから税金を差し引いて税引後利潤を算出する。税引後利潤の内

訳は、発電事業者の内部留保・配当・地代・利子と発電事業における関連事業者の内部留保であ

る。発電事業者の内部留保とは、発電事業者が得た利潤のうち企業の資本として蓄積したもので

ある。配当とは、利潤のうち株主への配当金を指す。地代は発電事業で発生した土地代などによ

る所得を指し、支払利子は銀行融資によって発生する。RVAでは、すべての費用項目のうち、発

電事業者と関連事業者に関わる地元調達率分の費用項目の税引後利潤を足し合わせたのが図１

の税引後利潤である。なお本研究では、SPCの配当性向は100%と仮定するため、発電事業で得た

利潤はすべて株主に配当すると仮定する。また、関連事業者は地元企業とした場合、地元出資率

100%の地元企業として仮定する。 

 本研究において従業員の可処分所得は、法人企業統計から各業界の売上に占める給与と社会

保険料の割合から税金を差し引いて可処分所得を算出する。ここでは発電所運営の人件費だけ

でなく、関連事業者による各事業に要した人件費も法人企業統計から算出する。 なお、社会保険

料は通常いつ自分に返ってくるかわからないが、本研究では社会保険料を支払った分将来的に

自分で100%戻ってくると仮定する。RVAでは、すべての費用項目のうち、発電事業者と関連事業

者に関わる地元調達率分の費用項目の可処分所得を足し合わせたのが図１の可処分所得であ

る。 

 自治体の地方税収は、再エネ事業を行う上で発電事業者と関連事業者のすべての費用項目に

よって生じた固定資産税や法人住民税など地方自治体に納税される金額を足し合わせたものが

図１の地方税収である。なお、本研究では現時点の日本国内の税制度に従って作成した。  

 

 

2.4  経済分析手法の比較 

2.4.1 産業連関分析（IOA）との比較 

 産業連関分析（Input-Output Analysis）とは、�終需要が粗付加価値をどれだけ誘発するかを測

定する分析である。財やサービスなど産業別の生産構造と販売構造を見ることができ、経済構造

の把握や生産波及効果の計算に使われている。前述の通り、再生可能エネルギーにおける地域

経済効果の測定では、国内外で産業連関分析が広く活用されている。その理由の一つは試算の

簡便性にある。日本において産業連関分析で用いる産業連関表は、政府が多くの人材と資金をか

けて 5 年に一度作成されている。これらの産業連関表は各都道府県や政令指定都市などでデー

タが公開されているため、再エネによる投入データを入力すれば、その地域における経済構造に

応じた経済波及効果の推計が算出できる。オリンピックや万博などの経済波及効果を算出する場

合にも産業連関分析が活用されていることが多い。このように再エネだけでなく、幅広い経済活動
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で活用されている産業連関分析だが、一方で経済効果の分析目的によっては超えられない限界

がある。 

 一つには、市町村レベルの産業連関表の作成は難しい。産業連関分析の試算のベースは、都

道府県や政令指定都市の産業連関表をもとに試算されているが、産業連関表の作成には多くの

時間と予算を必要とする。そのため、財政規模が小さい市町村が独自の産業連関表を作成するに

はハードルが高い。 しかし、地域資源を活用する再エネにおいて、地域住民や地方自治体から

理解を得るためには、できるだけ身近でわかりやすい市町村レベルの経済効果測定が求められ

る。いまのところ、市町村レベルの産業連関分析は、都道府県レベルの産業連関表から按分する

形で行われている。中村(2014)による産業連関表からみる地域経済構造で、自治体レベルの産業

連関表作成の意義と都道府県レベルから按分する手法について論じている。しかし、渡邊(2014)

でも�後に論じているように、市町村レベルまでデータを加工する過程で、どうしてもそのデータ精

度が粗くなる傾向にある。  

 次に、産業連関表のデータが古い点にある。産業連関表の作成は時間がかかるうえに、総務省

が中心となって5年単位で公開される。そのため、産業連関表を用いた産業連関分析のデータは

開示された時点で古いものにならざるを得ない。2020年時点において利用できる産業連関表は

2015年版となる。また、FIT以降、再エネに関する政策は電力小売の自由化や発送電分離など大

きな変化があり、今後も再エネ分野における経済状況や経済構造も大きく変化する可能性がある。

公共工事など従来の産業構造に基づいた試算をする場合は問題ないが、2012年のFIT施行後に

急激に導入が進んだ再エネ分野において5年のタイムラグは大きい。 

 三つ目に、産業連関表の中で扱うエネルギー産業の特性は、電力・ガス・熱供給が含まれてい

る。細分化された産業連関表における部門分類においても、想定されている電力部門の多くは石

油や石炭による火力発電など海外から燃料を輸入するモデルを前提としている。一方、再エネは

国内の地域資源を活用するモデルを前提としているため、産業連関表内のエネルギー産業特性と

は全く異なった産業構造を有する。これらの変化を追った経済分析のためには、再エネに特化し

た部門の新設が必要不可欠になる。 

このように、再エネの地域経済効果を測定するには、市町村レベルで再エネの効果を測定する

別の手法が求められている。 

 

2.4.2 地域経済分析システム（RESAS）との比較 

 地域経済分析システム（以下、RESAS）とは、2016年から内閣府が産業構造や人口動態などの

官民のビックデータを集約して可視化したシステムである11。地方創生の実現に向けて、都道府県

 
11 内閣府 RESAS（地域経済分析システム） 
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や市町村などの地方自治体が客観的なデータに基づく地域の現状や課題を把握することも目的と

している。RESASの中には地域経済循環マップがあり、再エネにおける RESASの活用も行われて

いる。RESASの幅広い活用を官民に促進するために、RESASの活用に関するコンテストを開催す

るなど、再エネにおける地域経済への影響を把握する手段として期待されている。RESASは、産

業連関分析と同様、投入データを入力するだけで全体的な地域経済効果を算出することができる

簡便なツールである。内閣府が中心となって官民のビッグデータをもとに作成されたためデータの

信頼性も高い。幅広い分野で活用されている RESASだが、産業連関分析と同じく経済効果の分

析目的によっては超えられない限界がある。 

 一つ目は、RESASでは各プロジェクトの特性に合わせたカスタマイズが難しい点である。RESAS

は�低限の入力情報で多くの推計を得ることができる簡便なツールである一方、ほとんどのデータ

元のビッグデータはブラックボックスになっており、地域の経済構造や経済環境などの特性に合わ

せた柔軟な推計が難しい。例えば、発電事業の自己資本における地元出資率の設定は可能であ

っても、発電稼働後に地元出資率が変動する想定は RESASではされていない。本研究では、地

域住民や地方自治体との合意形成を目的とした経済分析ツールを目指している。RESASでは、地

方自治体の経済構造に基づいた経済効果の推計は可能であるが、一方で地域の実情や環境に

合わせた柔軟な試算を可能とする経済分析ツールが求められるため、柔軟な推計が難しい

RESASではその点を補うのは困難である。 

 次に、RESASでは時系列を通して試算することが難しい点にある。RESASは、地方創生の実現

に向けて、地方自治体が客観的なデータに基づく地域の現状や課題を把握するために運用され

ている。そのため、RESASが導き出す推計は基本的に算出した現時点の推計が主となる。しかし、

地域住民や地方自治体との合意形成で求められる経済分析では、発電事業の計画策定時点の

データだけでなく、発電事業の稼働後の数十年の経済効果の分析も重要である。数十年の間に

経済状況や経済構造が変化することは十分に考えられるため、稼働後に経済効果分析の条件を

修正できる柔軟な分析ツールである必要がある。地域住民や地方自治体に対して、経済効果の結

果だけでなく、数十年続く発電事業における経済効果の過程においても可視化する必要がある。 

 

2.4.3 RVAの特徴 

 地域住民と地方自治体との合意形成に活用できる経済分析手法として、本研究では地域経済付

加価値分析（RVA）を取り上げている。前述の産業連関分析や RESASがすでに幅広い分野で活

用されているが、本研究が目的としている合意形成ツールとしての経済分析には RVAの特徴と合

致している点が多い。 

 一つ目は、RVAの試算は市町村をはじめとする地方自治体レベルで経済効果の試算ができる

点にある。RVAが利用するデータは基本的にボトムアップアプローチで試算するため、地元出資
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率や地元調達率を調整すれば、経済効果を導き出したい地域の付加価値を算出することができ

る。都道府県レベルを基本とする産業連関表を用いた産業連関分析に比べて、地方自治体レベ

ルの試算を可能とする RVAは、地域住民や地方自治体との合意形成ツールに適している。 

 次に、各発電事業の状況や環境に合わせて柔軟な経済分析が可能な点である。発電事業にお

ける地元出資率や地元調達率は、試算する地方自治体の規模によっても大きく変わる。例えば、

大都市で展開する再エネ事業と小さな村で展開する再エネ事業では、地域内に抱える資本力や

企業の多様性に大きな違いがあるため、同条件の発電事業であっても地域に落ちるお金は大きく

変わってくる。また、地域の大小問わず、地域の経済状況や経済環境の違いによって、同条件の

発電事業であっても、事業スキームの形が変わることは考えられる。さらに、発電事業の計画時点

と発電稼働後の長い数十年の間でも地域の状況と環境に大きな変化が起きることも考えられる。総

務省が作成する産業連関表や内閣府が運用する RESASは基本的にその中身は公開されておら

ず、公開されている確報をもとに経済効果を推計するため、合意形成ツールとしては RVAのように

実際のプロジェクトに近い条件で柔軟な経済分析の方が適している。 

 三つ目の特徴は、発電事業による直接効果とその関連事業による効果のみを測定する RVAの

確実性である。第２章２節２で述べたように、RVAはバリューチェーンの簡便版である再エネに特

化したバリューチェーンをもとに推計している。そのため、間接効果も含む産業連関分析や RESAS

に比べると、RVAの推計は低めに算出される傾向にある。しかし、時代の変化が激しい現代にお

いて、過去のデータをもとに算出した間接効果の予測は難しく、直接効果のみの RVAに比べて確

実性に劣る。地域住民や地方自治体にとっても、大きな地域経済効果は大歓迎だが、その内訳の

信頼性がなければ理解を得るのは難しい。一方 RVAは、再エネ事業のみを対象とするため、地域

住民にとってもシンプルで理解しやすい。 

 四つ目は、RVAの試算は経済分析に必要なデータの収集に左右されるということである。RVA

の試算はできるだけ実際のプロジェクトに近い推計を出すことを目標としているが、収集できるデー

タが少ないとその精度は落ちる。例えば、発電事業に関わるコストデータが明らかであっても、各コ

ストの地元調達率が不明の場合、それぞれの地元調達率に仮定の数値を入れる必要がある。特

に、発電事業の計画段階においてその時点で不明なデータが多い場合、仮定の数値を入れて試

算する。産業連関分析や RESAS と比べると、地元調達率のデータ収集が必要であるが、地域住

民との合意形成で地域に落ちるお金について議論する際には詳細なデータは重要である。 

 このように、IOA・RESAS・RVAはそれぞれ作成した背景と利用目的が少しずつ異なっており、そ

れぞれの場面と用途で使い分けすることができる。表４では、それぞれの分析手法の特性を比較し

ている。本研究においては、再エネの大量導入の障害の一つとなっている地域住民や地方自治

体などの合意形成を促進することを目的としているため、推計範囲・再エネ部門・柔軟性・確実性・

時系列を重視して RVAに焦点を絞る。 
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表 4 経済分析手法の比較表 

比較項目 概要 IOA RESAS RVA 

推計範囲 推計できる地方自治体レベル △ ○ ○ 

再エネ部門 再エネに特化した分析 △ ○ ○ 

柔軟性 柔軟な経済分析 △ × ○ 

波及効果 幅広い効果の推計 ○ ○ × 

確実性 確実性の高い推計 △ △ ○ 

時系列 推移する長期間の分析 × × ○ 

データ収集 収集するべきデータの種類 ○ ○ △ 

＊IOA：産業連関分析（Input-Output Analysis） 

＊△：○には劣るが、工夫次第で解決できる場合 
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第３章 地熱発電における地域経済付加価値分析 

 

3.1 地熱発電の概要 

3.1.1 地熱発電について 

 地熱発電とは、地下から高圧高温の蒸気や熱水を用いて電気をつくるシステムである。これを通

常、フラッシュ式発電という。 フラッシュ式地熱発電は、深さ数kmまで地熱井戸を掘削して、地熱

貯留層と呼ばれるマグマの熱によって温められた蒸気と熱水を取り出す。この地熱貯留層が地表

まで達成しているのが温泉である。 地熱探査で地熱貯留層の存在が確認されれば、これに向か

って地下3kmぐらいまで地熱井戸を掘削し、200℃から350℃程度の高圧熱水を取り出す。この高

圧熱水は、掘削によって自然に上昇して減圧すること（減圧沸騰）で蒸気となり、その蒸気圧でター

ビンを回して発電する。  

 地熱発電には、フラッシュ式発電とバイナリー式発電の2種類がある。バイナリー式発電とは、ア

ンモニア水など水より沸点の低い媒体を使うことで、比較的圧力や温度の低い蒸気や熱水で発電

することができる。100℃程度の温泉水や既存の地熱発電所からの温排水を二次利用した発電も

可能であるため、新しく地熱井戸を掘削せずに未利用の温泉資源を活用できる発電方式として認

知されている。  

 

3.1.2 地熱発電の特徴   

 地熱発電の特徴の一つとして、火力発電のように化石燃料を燃焼させて発電するものではなく、

自然に存在する蒸気と熱水を利用する発電であるため、外部から燃料を調達する必要はない。ま

た、発電時には化石燃料を使わないため、火力発電のように多量のCO2を排出することはない。  

 地熱発電のもう一つの特徴としては、太陽光発電や風力発電のように、天候の変化に影響され

ず、比較的に安定した発電ができる。太陽光と風力の設備利用率は、それぞれ14%程度及び20%

程度である一方、地熱発電の設備利用率は平均70%程度と高い。 

 このように、地熱発電は、環境に良い安定した電源である。導入量の多い太陽光発電と風力発

電には見られない特性であり、ベストミックスでお互いを補完し合う安定したベースロード電源や調

整電源として期待される。 
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3.1.3 地熱発電の課題 

 2011年の福島原発事故以来、全国の地熱資源を有する多くの地域で地熱発電導入についての

検討が実施された。特に、2012年に始まった地熱開発理解促進事業12によって、地域住民や地方

自治体主導で地熱発電について検討する土壌が生まれた。しかし、検討された多くの地域では地

熱発電の導入には至っていない。地熱資源ポテンシャルを有しており、地熱発電の歴史は古いに

もかかわらず、日本において導入が進まなかった背景には主に4点ある。  

 一つ目は、発電コストの問題である。発電開始のために必要な地熱調査や掘削工事などの初期

投資は発電事業者が負担することになっているにも関わらず、掘削の結果、地熱資源が出なかっ

た場合のリスクは大きく、これまで投資に見合う収益を見込むことができなかった。 これについて

は、FIT（地熱発電15,000kW以上は26円/kWh、15,000kW未満は40円/kWhで買取期間は15年）

の導入で事業性は大幅に改善しつつある上に、地熱調査や掘削工事のリスクについても

JOGMECの支援制度が厚くなっている。これまで多くの事業者が地熱発電事業に参加していたた

め、地熱発電に対する資本や資源が分散されている。今後必要と考えられるのは、地熱発電事業

に関するノウハウや人的資源の集約をすることで、複数の発電事業を同時に実施することによる調

達コストや管理コストの低減が求められる。 

 二つ目の課題は、国立公園の問題である。日本における地熱資源の80%は国立公園地域に存

在し、これまで地熱開発に着手することができなかった。この点については、近年の規制緩和で、

環境に調和した優良事例であれば、国立公園内での地熱発電も認められるようになった（環境

省,2015）。今後必要と考えられるのは、規制緩和された国立公園内で地熱発電の無秩序な乱立と

乱開発を防ぐために、ニュージーランドのような地熱ゾーニングを設けることである13。地熱ゾーニン

グとは、対象となる地熱地区を「保護」か「開発」に分類し、開発可能と判断された地区につき１事

業者と限定することで、環境に調和した持続可能な地熱発電づくりに取り組むことができる。 

 三つ目の課題は、地熱発電所が完成するまでのリードタイムの長さである。太陽光発電の場合は

計画から数ヶ月で設置可能である。環境アセスメントが必要な風力発電においても数年で設置が

完了する。しかし、地熱発電は地熱資源調査のために数年かかる地表調査や掘削調査の実施に

加えて、環境アセスメントでさらに数年間を要する。環境アセスメントが終わり次第、発電所に必要

な地熱井の掘削を開始し、同時に発電所の建設にも取り掛かる。大規模な地熱発電の場合、この

時点で約10年を要することもある。これまでに環境アセスメントの期間短縮が何度か実施された

が、発電事業者にとって大きな負担であることは変わりない。今後必要と考えられることは、地熱先

進国であるアイスランドやニュージーランドのように、政府主導で地熱資源の掘削工事や環境アセ

スメントなどの大規模な地熱調査を進める必要がある。 

 
12 平成 24 年度地熱資源開発調査事業費（JOGMEC） 
13 Luketina (2010), New Zealand geothermal resource management, A regulatory perspective 
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 四つ目の課題は、温泉地との合意形成の問題である。日本は地熱資源大国であり、温泉大国で

もある。温泉資源の周辺には観光地が多く、温泉が屋台骨の主産業である地域も多い。そのため

日本では、温泉地の周辺にできる地熱発電によって大事な温泉が枯渇することを懸念する地元温

泉事業者による反対が多い。国内外の多くの科学的な研究によって、地熱発電と温泉の資源はお

互いほとんど影響を与えないと報告する研究も多いが、第１章２節でも述べたように、地域住民や

地方自治体にとって少しでもリスクのある場合は、地熱発電に対する理解を得ることは難しい。これ

らのリスクを上回るメリットを示し、定量的な選択肢を提示することが合意形成の始まりである。 

 地熱発電における合意形成に関する研究は、窪田(2012)と上地ほか(2013)で論じられている。窪

田(2012)では、地熱開発事業者と温泉事業者による地域共生に向けた方策について、リスク評価

とリスク管理の重要性を挙げた。上地ほか(2013)では、地域との合意形成を経て立地に至った事例

と失敗に終わった事例を比較分析した結果、合意形成に重要な要素として地域住民の便益認知・

リスク認知・手続的公正性を挙げた。このように、地熱発電における合意形成の課題は、地域住民

を含む多くの利害関係者が関わるため複雑化されやすい。その中で、議論の土台となる地域の選

択肢の中に、定量的な評価を含む議論の材料を提供する必要がある。本研究では、このような合

意形成の際のコミュニケーションツールの一つとして、RVAを活用することを想定している。 

 

 

3.2 地熱 RVA モデル 

3.2.1 モデル作成の背景 

 IÖWモデルを活用したHirschl (2010)とHeinbach (2014)では、太陽光・風力・バイオマス・小水力

発電特有のバリューチェーンを構築して、各電源のkWあたりの地域付加価値を試算している。こ

のモデルの中では、ドイツ特有の制度や市場等に合わせたデータを利用している。つまり、各電源

の各発電規模において、ドイツの平均的な自治体に適用可能となった。そのため、中山ほか

(2016)では、日本版の地域付加価値分析のために、税制度など日本特有のデータを加え、日本に

おける各電源の地域経済付加価値モデルを試算した。  

 しかし、Heinbach (2014)では、地熱発電を地域経済付加価値分析の対象としていない。分析対

象から除外されていた背景には、IÖWモデルが生まれたドイツや欧州では、地熱発電の資源ポテ

ンシャルが限られていたことが挙げられる。中山ほか(2016)においても、IÖWモデルをベースにして

いるため、分析対象の中に地熱発電は含まれていない。  

 地熱発電は、これまで作成されてきた他の再エネ電源と異なる費用構造を有しているため、地熱

発電において新たなバリューチェーンを構築した地域経済付加価値分析モデルを必要としてい

る。そのため本節では、新たに地熱発電独自のバリューチェーンを構築し、各段階における費用

項目を細分化し、地熱発電版の地域経済付加価値分析モデルを作成した。 
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3.2.2 コストデータ（JOGMEC）   

 本研究では、先行研究をもとに、既存の地熱発電における発電所の建設時と事業運営時のコス

トデータを活用して、100kW・2,000kW・30,000kWの地域経済付加価値分析モデル（以下、RVAモ

デル）を作成した。  

100kW地熱発電（以下、小規模地熱）は、未利用の地熱源泉を利用するバイナリー式発電を想定

している。2,000kW地熱発電（以下、中規模地熱）と30,000kW地熱発電（以下、大規模地熱）につ

いては、新たに地熱井戸を掘削するフラッシュ式発電を想定する。 3つの発電規模の設定は、そ

れぞれ小規模・中規模・大規模モデルになるように設定した。 小規模地熱においては、平成26年

度「小規模地熱発電プラント設計ガイドライン」のコストデータを基礎データとして用いた。中規模地

熱と大規模地熱においては、平成24年度第３回調達価格等算定委員会にて提示された日本地熱

開発企業協議会作成のコストデータを基礎データとして用いた。  

 地熱発電に関するコストデータは、他の電源に比べて公表されたデータが少なく、本研究では

FITで参考にしているデータを活用するに至った。 地熱発電におけるコスト内訳表が表５である。 

 

 

 

表 5 コスト内訳表（地熱発電） 
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 地熱RVAを算出する表５の中で、地熱発電特有の費用項目は、初期投資段階において地熱調

査費と地熱井を掘るための掘削費である。事業運営段階においては地熱井使用料に相当する蒸

気使用料や温泉使用料が地熱発電特有のコストであり、これらは土地賃料の中に含まれる。 

 試算する地域付加価値額は、FITの買取期間である15年間の運用を前提としている。そのため

本研究では、15年間の地熱発電事業で新たに発生する工事や事業収入などで得られる地域経済

付加価値額の試算を対象とする。  

 初期投資段階においては、主に敷地造成費や道路建設費などの土木工事や、発電所の建設工

事は地域の建設関係会社が請け負うことも可能と判断し、RVAに利用する費用項目として抽出し

た。事業運営段階においては、地元雇用を想定した人件費や発電所用地の土地賃料費などを抽

出した。温泉使用料のコストデータは不足していたため、今回の想定からは除外した。 

 なお、本研究では発電タービンなどの設備費などの直接投資については地域付加価値と関係な

いと仮定しているため、地元調達率は0%とし、これらの費用項目は表5から表記を省略している。ま

た、実際の発電所工事では地域内企業と地域外企業が合同で取り組む事例も多いが、本節の試

算では地元雇用や地域内企業による建設工事であることを想定しており、抽出したすべての費用

項目の地元調達率は100%と仮定している。また、地熱井の掘削の結果、地熱資源を得られない可

能性もあるため、本研究では掘削成功率を50%と仮定し、掘削工事費のコストを2回分計上してい

る。 

 

 

3.3  地熱 RVA の試算結果 

3.3.1 地熱 RVAの基本シナリオ 

 こうして得られた小規模地熱(100kW)、中規模地熱(2,000kW)、大規模地熱(30,000kW)のデータ

は図２と図３の通りである。 

 図２と図３は、初期投資段階と事業運営段階における各発電規模の地域経済付加価値額と地域

経済付加価値率を示している。地域経済付加価値分析から得られるkWあたりの付加価値額とは、

第2章3節の表2のように、初期投資段階においては発電所の稼働初年度、事業運営段階におい

ては15年間毎年創出される付加価値額の平均をkWあたりで出したものである。 
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図 2 初期投資段階における地熱発電の地域経済付加価値（千円/kW） 

 

 
図 3 事業運営段階における地熱発電の地域経済付加価値（千円/kW） 

 

 図２の下棒（赤）は、発電事業におけるkWあたりの総投資額である。上棒（青）は、総投資額の中

から地域で賄えるものを足し合わせた初期投資段階における地域経済付加価値額である。図３の

下棒（赤）は、発電事業における売電収入などで得られたkWあたりの15年間平均の売上である。

上棒（青）は、売上高の中から地域で賄えるものを足し合わせた事業運営段階における地域経済

付加価値額である。 

 図２と図３における右部の数値は、各発電規模における総投資額と売上に占める地域付加価値

額の割合を示す地域経済付加価値率である。 つまり、どれほど地域の経済に貢献している事業

であるかその貢献度を示している。 

 試算の結果、図２の初期投資段階において、大規模地熱に比べて、小規模地熱の地域付加価

値率が高い傾向にあるのは、小規模地熱では地域内企業で賄える小規模な工事の比率が高いた

めである。一方、大規模地熱は地熱井の掘削工事など地域内企業では扱うことができない工程が
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増えるため、大規模地熱の地域付加価値率は低下傾向にある。また、kWあたりの投資額で中規

模発電が�も高くなっている背景には、地熱井の掘削費用の総投資額に占める割合が高いことに

ある。小規模地熱では、既存の源泉利用を想定しているため、掘削工事費用は総事業費に含まれ

ていない。大規模地熱における掘削工事費用は、総事業費から見ると中規模地熱に比べて低い

傾向にある。図３の事業運営段階において、大規模地熱ほど地域付加価値率が高いのは、発電

事業の利益率が大規模地熱ほど高くなる傾向にあるためである。 

 

 

図 4 地熱 100kW における RVA 内訳（事業運営段階） 

 

図 5 地熱 2000kW における RVA 内訳（事業運営段階） 
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図 6 地熱 30000kW における RVA 内訳（事業運営段階） 

 

 図４・５・６では、小規模地熱・中規模地熱・大規模地熱の事業運営段階における各地熱RVAの

可処分所得・税引後利潤・地方税収のRVA3要素の割合を図示している。大きな違いは、大規模

地熱ほど税引後利潤の割合が高くなり、従業員の給与などを示す可処分所得の割合が下がって

いる。これは、大規模地熱で生み出す事業の利益率が高いことと、地熱発電の事業運営に必要な

人員数は規模に関わらず変わらないことが要因として挙げられる。 

 ここで試算された結果は、地元出資率や地元調達率を100%と仮定しており、地熱発電事業によ

って地域に落ちる付加価値額のポテンシャルを示した試算である。 

 

3.3.2 地元出資率と地熱 RVAの関係 

 第３章３節１では、地熱発電におけるRVAのポテンシャルを示すために、地元出資率と地元調達

率を100%と仮定して試算した。しかし、実際の地熱発電事業における地元出資率や地元調達率は

もっと低く、ほとんどの地熱発電事業の事業主体は地域外の大企業が担っている。中には、地元

資本が全く入っていない地熱発電事業も多くある。地元出資がないということは、それに伴う配当も

地元に落ちない。そこで、発電事業の地元出資率が低下した場合、地熱RVAはどの程度影響を受

けるかを示したのが図７と図８の比較である。 
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図 7 事業運営段階における地熱 RVA 比較（1 年目〜15 年目） 

 

図 8 事業運営段階における地熱 RVA 比較（16 年目以降） 

 

 地元出資率の変化によるRVAへの影響を可視化するために、大規模地熱のコストデータを活用

して、同条件で４パターンの地元出資率によるRVAを比較した。図７と図８では、それぞれ地元出

資率が0%・20%・50%・100%の場合のRVAを比較している。なお、地元出資率によって影響がないと

思われる初期投資段階は除外し、図７は15年間あるFIT期間中の事業運営段階、図８は16年目以

降のFIT後における事業運営段階を示している。 

 双方で共通しているのは、地元出資率がRVAに大きな影響を与えていることを示している。例え

ば、図７の地元出資率0%と20%とでは7.5%上昇しており、図８の地元出資率0%と20%では9.8%のRVA

上昇が見られる。また、発電事業の設備投資に関わる減価償却費の負担が大きいFIT期間中と、
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減価償却費の大部分が解消されるFIT後では、発電事業の利益率に大きな変化が生じる。他の地

元出資率のパターンを比較しても同様で、地元出資率がRVAに大きな影響を及ぼすことを示して

いる。 

 実際の地熱発電事業の多くは、地元出資率が低い傾向にある。つまり、図７と図８によると、地熱

発電の事業利益率は高い傾向にあるため、地元出資率を引き上げて事業の配当を得ないとなか

なか地域にお金が落ちにくいことを示している。地元調達率の変化についての影響も考慮するべ

きだが、地元出資率のインパクトに比べるとその影響は限りなく小さい。 

 

 

図 9 40 年間における地元出資率別の地熱 RVA 累積（百万円） 

 

 図７と図８は単年度（15年間の平均）のRVAだったが、これが40年間積み重なると図９のような地

熱RVAの累積が想定される。大規模地熱（3万kW）を想定した場合、総投資額は約300億円（100

万円/kW）が考えられる。40年間の運営を実現した場合、地元出資率0%と地元出資率100%には約

500億円の地域経済付加価値の差が生まれることになる。地元出資率の4つのパターンでこれほど

のRVAの差が生まれる。 

 RVAから得た地熱発電の特徴として、発電事業における自己資本の地元出資率をいかに引き上

げるかが、地熱発電におけるRVAの引き上げ、ならびに地域経済効果の上昇につながると考えら

れる。 

 

 

3.4 地域と共生する地熱発電におけるRVA 

3.4.1 地域と共生する地熱発電の事例 

 地域と共生した地熱発電の事例として、福島県の土湯温泉と熊本県のわいた温泉の取り組みが

挙げられる。 
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 土湯温泉では、福島原発事故の影響で温泉街への観光客が激減したことに危機感を募らせたこ

とから、地元の温泉協同組合が主体となって400kWの小規模地熱発電事業が運営されている。ま

た、発電事業で得た収益の一部と、発電所から排水される温水を生かしてエビの養殖事業など熱

利用事業にも広く取り組んでいる。 

 わいた温泉では、小国町の山間部にあるわいた地区の人口減少に危機感を持ったことから、住

民30人で構成する合同会社が設立され、発電事業者と共同で2000kWの中規模地熱発電所を運

営して、地区内に豊富な地熱資源を新たな収益源に変えている。 

他にも地域と共生した地熱発電の事例はあるが、土湯温泉やわいた温泉の事業のように地元資

本による運営をしている事例はまだ少ない。地域住民のオーナーシップが再エネにおける合意形

成に大きな影響を与えると言われているが、このような地域と共生する地熱発電事業の事例が大

規模地熱にも、全国にも広がれば、地熱発電に対する地域住民や地方自治体の見方にも影響を

与える可能性もある。 

 

3.4.2 提供データを活用した実際の地熱発電における RVA 

第３章３節までに試算した結果は、資源エネルギー庁やJOGMECなど既存のコストデータを活用

して分析したRVAである。地域と共生する地熱発電事業が本当に地域に経済的な効果をもたらし

ているのかを試算するためには、実際に稼働している地熱発電事業の実データを得る必要があ

る。そこで、ある発電事業者のご協力のもと、現在稼働している地熱発電所Aの実データを預かり、

それらのコストデータと地元調達率をもとに地熱発電所AのRVAを試算した。 

 

表 6 地熱発電所 A の提供データ 
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 地熱発電所Aの発電事業者からは、表６にあるコストデータと地元調達率に関するデータの提供

にご協力頂いた。表６の費用項目は筆者が用意し、発電事業者の方には各費用項目の金額と、そ

の金額に占める地元企業への地元調達率のうち、把握しているデータのみ空欄を埋めて頂いた。

表６の赤部分が今回発電事業者に提供して頂いたデータである。また、地熱発電所から排水され

た熱源を活用した熱利用事業のデータも提供頂いたが、初期投資の多くを補助金で賄っていた上

に、事業採算性について検討の余地があったため、本研究では取り扱わないことに決めた。 

 表６のように、ほとんどの項目のデータ提供にご協力頂いたため、とても詳細な地熱RVAを算出

することができた。その試算結果が、図１０である。図７で示したように、地熱RVAモデルで試算した

際には地元出資率0%の場合はRVA14.3%および、地元出資率20%の場合はRVA21.8%であった。地

熱発電所Aの場合は、地熱RVAモデルを上回る25.7%のRVAが算出された。地熱発電所Aの事業

スキームは地元出資率20%のパターンに近いため、地熱RVAモデルによる想定よりも実際の地熱

発電事業の方が地域に貢献していることを示している。 

 

 

図 10 地熱発電所 A における RVA（事業運営段階） 

 

 このように、発電事業におけるコストと地元調達率のデータがあればRVAを試算することができ

る。発電事業の計画策定時の想定されるコストデータや、過去の発電実績に基づくコストデータを

もとに、それぞれ発電事業の状況と環境に応じてRVAを示すことができる。 

 

 

3.5  地熱 RVA の課題   

 第３章を通して、地熱発電における RVAモデルの作成とその活用について明らかにした。これま

で地熱発電版の地域経済付加価値分析がなかったことから考えると、新たな地熱 RVAモデルを

作成できた意義は大きい。また、地熱 RVAモデルを活用して、実際の地熱発電事業の現状に即

して地元出資率と地熱 RVAの関係についても言及することができた。 

しかし、地熱 RVAを作成する過程で本研究の中で解決できなかった課題がいくつかあった。一

つ目は、データ収集の困難さである。精度の高い地熱 RVAを試算するためとはいえ、毎度地熱発



 36 

電事業者の協力を仰ぐのは物理的に限界が出てくる。発電事業者としてもデータの提供はマル秘

情報であることが大きく、何らかの方法で発電事業者にとってデータの提供が簡便かつ秘密が守

られるデータ収集の方法を考える必要がある。 

二つ目は、地熱発電事業とセットで語られることが多い熱利用事業における RVAである。地熱発

電所Aの熱利用事業や、他地域の熱利用事業に関するコストデータや地元調達率のデータを複

数拝見したが、ほとんど採算性度外視の事業が多く、熱利用事業単体で経営を成り立たせている

事例は少なかった。地熱発電事業と熱利用事業がセットで採算性が高い事例が増えてくれば、良

質なデータが収集しやすくなり、地熱 RVA と熱利用 RVAのセットで試算することも可能である。 
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第４章 洋上風力発電における地域経済付加価値分析 

 

4.1  洋上風力発電の概要 

4.1.1 洋上風力発電について 

 洋上風力発電とは、海上に風力発電設備を作って電気をつくるシステムである。これまでの風力

発電は主に陸上風力発電であったが、日本の場合、風況が良いエリアは山間部など傾斜が激し

いことが多く、陸上風力発電の建設費は他国に比べて高くついた。その風車を海上に持ってきた

のが洋上風力発電である。 

 洋上風力発電は、主に風車設備・基礎・送電線の3つで構成されている。現在、欧州を中心に導

入が急拡大しているのが着床式洋上風力発電である。水深約100mより浅い海底に基礎を作り、そ

の上に風車を設置する。水深が浅く風況の良い北海やバルト海などで洋上風力発電の導入が進

んでおり、EUは今後も同様の導入を継続することを表明している。 

 洋上風力発電には、現在拡大する着床式の他に、浮体式洋上風力発電がある。比較的水深が

深い海上エリアに大きな浮体を浮かべて、海底と鎖等で固定された浮体物の上に風車を設置する

方式である。着床式に比べて浮体式のコストが高く、現時点では本格的に導入している事例はま

だ少ない。しかし、浮体式洋上風力発電は、水深に合わせて基礎を設置する着床式と違い、設置

される風車の浮体物と海底を鎖で繋ぐだけなので、風車・浮体・送電線はすべて同じ規格で生産

することができる。そのため、どの環境でも対応できる自動車の生産のように、浮体式洋上風力発

電が普及すれば、着床式に比べて、大量生産によるコストダウンも期待される。 

 

4.1.2 洋上風力発電の特徴 

 洋上風力発電の特徴の一つとして、陸上風力発電のように風の力によって回転させて発電する

もので、自然に存在する風を利用するため、火力発電のような既存電源と違い、海外から燃料を調

達する必要はない。他国の市場や為替に関係なく、安定してエネルギー源を得ることができる。 

 二つ目の特徴としては、発電設備の大型化が可能な点である。陸上風力を設置する際に、既存

の道路の大きさの関係もあり、風車に必要なブレードなどの部品の大きさに限度があるため、陸上

では約2000kWの風力発電が限界と言われている。しかし、海洋上の場合は風車の部品運搬の制

限がほとんどないため、発電機の大型化が可能である。すでに１基あたり1万Wの風車も市場に出

ている上に、1万2000kWの風車の開発も進んでおり、今後さらに風車の大型化が進むと見られる。 

 三つ目は、再エネ電源であるにも関わらず、発電所の大規模化が可能な点である。太陽光発電

をはじめ再エネ電源の多くは分散型エネルギーであり、再エネの設置には広大な土地が必要とな

るため、国土の狭い日本で再エネを大量導入するのは非現実的であった。しかし、洋上風力発電
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を設置する海上では広さの制限は少なく、大型化された風車を大量に設置することができる。欧州

では実際に1GW級のウィンドファームプロジェクトも登場している。世界8位の排他的経済水域の広

さを有しており、日本は図11のように北海道から日本海にかけて風況の良いエリアが点在してお

り、洋上風力発電のポテンシャルは日本の全電力を賄えるほどあると言われている（図１２）。 

 

 

図 11 洋上風力発電のポテンシャルマップ14 

 

図 12 地域別再エネポテンシャル15 

 

 
14 日本風力発電協会より引用したものより筆者加筆 
15 環境エネルギー研究所より引用 
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 このように、洋上風力発電は、日本における主力電源になりうる再エネ電源である。これまで輸入

エネルギーに頼ってきた国が、自国の広大な未利用の海を活用したエネルギーに切り替えること

で、エネルギー支出の移転循環だけでなく、洋上風力発電に関する運営と維持管理においても大

きな経済効果が期待できる。 

 

4.1.3 洋上風力発電の課題 

福島原発事故以来、日本において再エネの導入の機運が高まっている。そして近年、再エネの

先進地域である欧州において洋上風力が大量に導入され始めたことで、日本においても洋上風

力発電導入の機運が高まっている。しかし、洋上風力発電にはいくつかの課題が残っている。  

 一つ目は、発電コストの問題である。発電開始のための海洋調査や建設工事など初期投資が大

きく、これまで投資に見合う収益を見込むことができなかった。2016年に新たに洋上風力発電の

FIT（洋上風力発電36円/kWhで買取期間は20年）が新設された。2020年度より着床式については

入札制度に移行した。脱炭素社会を目指す政府の動きに合わせて、風力関連企業が大量生産を

目指した大規模投資を増やすことができれば、今後一層設備の低価格化と採算性の向上が考え

られる。  

 二つ目の課題は、洋上風力発電に関わる事業環境の問題である。海洋上で事業を行うために

は、日本では手続きの煩雑性や占用年数など事業環境は決して十分ではなかった。しかし、2018

年に制定された再エネ海域利用法16によって、洋上風力発電の設置を前提とした事業環境が整備

されつつある。再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定によって、今後順次発電事業者の公

募が始まる。  

 三つ目の課題は、洋上風力発電を設置する周辺の地元住民との合意形成である。日本は漁業

大国で、水産業が全国に広がる。洋上風力発電が設置されることで漁業活動が妨げられる懸念を

持つ地元漁業関係者や、観光資源と考えている景観が損なわれることを懸念する地域住民が多

い。 しかし、地域と共生する漁業に関しては、洋上風力発電の基礎部分や浮体部分は魚が集ま

る魚礁にもなり、漁業活性化のためにも設置した方が良いという長崎県五島市の事例もある。た

だ、第１章２節でも述べたように、地域住民や地方自治体にとって少しでもリスクがある場合、洋上

風力発電に対する理解を得ることは難しい。これらのリスクを上回るメリットを示し、定量的な選択肢

を提示することが求められる。 

 国内において洋上風力発電の事例が少ないため、複数の事例を比較分析した合意形成研究は

少ない。安田ほか(2015)では、新潟県村上市の洋上風力発電事業を事例に、地元還元のある事

 
16 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平成 30 年 11 月 30 日成立、平成 31 年

4 月 1 日施行） 
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業スキームの提言を述べている。松浦(2018)では、長崎県五島市で浮体式洋上風力発電が設置

されるまでの経緯や事業者と地域住民との関係について述べている。このように、地域と共生する

洋上風力発電では、多くの利害関係者が絡む中で話が徐々に複雑化していくことがある。そのた

め、地域に対して明確な選択肢を提示するために、議論の土台となる定量的な評価手法を含める

必要がある。本研究が扱う洋上風力発電における地域経済付加価値分析は、このような合意形成

の際のコミュニケーションツールの一つとして利用することを想定している。 

 

 

4.2  洋上風力 RVA モデル 

4.2.1 モデル作成の背景 

 IÖWモデルを活用したHirschl (2010)とHeinbach (2014)では、太陽光・風力・バイオマス・小水力

発電特有のバリューチェーンを構築して、各電源のkWあたりの地域付加価値を試算している。ま

た、中山ほか(2016)では、日本版の地域付加価値分析のために、税制度など日本特有のデータを

加え、日本における各電源の地域経済付加価値モデルを試算した。 さらに、山東(2017)または第

３章において地熱発電の地域経済付加価値分析モデルを作成した。しかし、これまで想定されて

きた風力発電は陸上が主であったため、現在増加している洋上風力発電の地域経済付加価値分

析モデルはまだ作成されていない。 

 洋上風力発電は、これまでの陸上風力発電の費用構造をもとに加えて、新たに海洋関係の費用

構造を加えた。そのため本研究では、洋上風力発電独自のバリューチェーンの各段階における費

用項目を細分化し、洋上風力発電版の地域経済付加価値分析モデルを作成した。 

 

4.2.2 コストデータ（NREL） 

 本研究では、既存の洋上風力発電の事例が不足しているため、米国の国立再生可能エネルギ

ー研究所（The National Renewable Energy Laboratory : NREL）が作成した報告書17にある詳細な

コストデータを活用して、洋上風力発電特有のバリューチェーンを構築して、地域経済付加価値分

析モデル（以下、RVAモデル）を作成した。 洋上風力発電に関するコストデータは、他の電源に比

べて公表されたデータが少なく、本研究では海外のデータを活用するに至った。一方で、税制度

や法人企業統計など、コストデータを除くその他のデータに関しては日本のデータを採用した。そ

のため、米国NRELのコストデータと同条件の発電事業を日本で設置した場合を想定したRVAの試

算となる。 

 
17 NREL Offshore Wind Farm Baseline Documentation (2016) pg.10~12 
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 なお、本研究では試算する地域付加価値額は、FITの買取期間である20年間の運用と、売電単

価36円/kWhを前提としている。今後入札制度で売電単価は下がることが見込まれているが、現時

点ではFIT価格を使う。洋上風力発電20年間の洋上風力発電事業によって新たに発生する工事

や事業収入などで得られるRVAの試算を対象とする。   

 

表 7 洋上風力発電（40 万 kW）のコスト内訳表 

 

 

 本研究で活用するコストデータを用いた基礎データをもとに、RVAで用いるkWあたりのコスト内訳

表を作成した（表７）。 NRELから得られたコストデータを設備・建設・事業運営の3つの工程に分類

した。費用項目の細分化は、入手したデータが詳細であるほど細分化が可能になり、細分化され

た費用項目があるほど精度の高い地域付加価値額を試算することができる。本研究で得たNREL

のコストデータはほとんど細分化されていたため、�低限の編集でコスト内訳表を作成することがで

きた。 

 続いて、RVAモデルでは本来地域に寄与する可能性のある費用項目のみ必要とするため、通常

は発電設備や基礎などの設備費用を含むシステム製造段階のコストは費用項目から除外する。し

かし、洋上風力発電の場合、一カ所で大規模な発電所に発展するケースもあり、一部の発電設備

や基礎の生産を地域に誘致することも考慮し、今回のコスト内訳表には、地域内の企業では賄うこ

とが難しい工程も含めて、NRELのコストデータをすべて費用項目に盛り込んだ。また、NRELで得
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たデータはユーロであったため、1ユーロ122円18で試算している。本研究の洋上風力発電で取り扱

う費用項目は表８の通りである。  

 初期投資段階は、費用項目の中の直接投資と間接投資に当たり、発電事業の稼働までの費用

が対象で、風車や基礎部分などの設備費や建設費を含む。事業運営段階においても、地元雇用

を想定した人件費や発電所の維持管理費などを抽出した。 

 なお、実際の発電所工事では地域内企業と地域外企業が合同で取り組む事例が多い。しかし本

節の試算では、抽出した各費用項目のうち、設備費などの直投投資は地元調達率を0%とし、工事

などの地元調達率は100%と仮定した。第３章の地熱RVAモデルと同様に、発電設備は地域外企業

から賄うことを想定する。また、地元出資率は100%と仮定する。そのため、本節のRVAモデルは、直

接投資を地域外に頼る中で、洋上風力発電における地域付加価値額の�大値を示すことになる。  

 

表 8 洋上風力発電における抽出した費用項目 

 

 
18 2020 年 11 月時点の為替 
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4.3  洋上風力 RVA の試算結果 

4.3.1 洋上風力 RVAの基本シナリオ 

 こうしてNRELから得られたコストデータをもとに試算した洋上風力発電モデルの試算結果は、図

１３と図１４の通りである。  

 図１３と図１４は、初期投資段階と事業運営段階における地域経済付加価値額と地域経済付加

価値率を示している。地域経済付加価値分析から得られるkWあたりの付加価値額とは、初期投資

段階においては発電所の稼働初年度、事業運営段階においては20年間毎年創出される付加価

値額の平均をkWあたりで出したものである。 

 

 

図 13 初期投資段階における洋上風力発電の地域経済付加価値（円/kW） 

  

 

図 14 事業運営段階における洋上風力発電の地域経済付加価値（円/kW） 

 

 図１３の上棒（赤）は、発電事業におけるkWあたりの総投資額である。下棒（青）は、総投資額の

中から地域で賄えるものを足し合わせた初期投資段階における地域経済付加価値額である。 

 図１４の上棒（赤）は、発電事業における売電収入などで得られたkWあたりの20年間平均の売上

である。下棒（青）は、総売上高の中から地域で賄えるものを足し合わせた事業運営段階における

地域経済付加価値額である。 
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 図１３と図１４における右部の数値は、各発電規模における総投資額と売上に占める地域付加価

値額の割合を示す地域経済付加価値率である。 つまり、どれほど地域の経済に貢献している事

業であるかその貢献度を示している。 

 試算の結果、図１３の初期投資段階において、今回の仮定では設備投資を省き、建設工事のみ

を対象としたため、地域経済付加価値率は約5.3%になった。図１４の事業運営段階において、今

回の過程ではすべての事業において地元調達率100%とした結果、地域経済付加価値率は約

56.1%となった。また、図１５では洋上RVAの事業運営段階における可処分所得・税引後利潤・地方

税収のRVA3要素の割合を図示している。ただし、ここで試算された結果は、地元出資率や地元調

達率が100%であると仮定した試算である。この結果は、洋上風力発電によって地域に落ちる付加

価値額のポテンシャルを示している。 

 

 

 

図 15 洋上風力 RVA の内訳（事業運営段階） 

 

4.3.2 地元出資率と洋上風力 RVAの関係 

 第4章３節１では、洋上風力発電におけるRVAのポテンシャルを示すために、地元出資率と地元

調達率100%で試算した。しかし、実際の洋上風力発電事業では地元出資率や地元調達率はもっ

と低い。日本において洋上風力発電事業の事例は少ないが、大半の事業主体は大企業が担うこと

になると想定される。地元出資がないということは、それに伴う配当も地元に落ちない。そこで、発

電事業の地元出資率が低下した場合、洋上風力RVAはどの程度影響を受けるかを示したのが図

１６である。 
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図 16 事業運営段階における洋上風力 RVA 比較 

 

 地元出資率の変化によるRVAへの影響を可視化するために、コストデータを活用して、同条件で

4パターンの地元出資率によるRVAを比較した。図１６では、それぞれ地元出資率が0%・20%・50%・

100%の場合のRVAを比較している。なお、地元出資率によって影響がないと思われる初期投資段

階は除外し、図１６はFIT期間中の事業運営段階のRVAを示している。 

 地元出資率がRVAに大きな影響を与えていることを示している。例えば、図１６の地元出資率0%と

20%とでは、RVAが10.0%上昇している。40万kWの洋上風力発電の場合、地元出資率0%は年間23

億円のRVAがあり、地元出資率20%は年間64億円のRVAが見込まれる。これがFIT期間中の20年

間続いた場合、双方では800億円以上のRVAの差が出ることになる。 

 実際の洋上風力発電事業の多くは、地元出資率が低くなると見られる。洋上風力発電も、第３章

で述べた地熱発電と同様、地元出資者への配当額に影響する地元出資率を引き上げないとなか

なか地域にお金が落ちにくいことを示している。 

 RVAから得た洋上風力発電の特徴として、発電事業における自己資本の地元出資率をいかに

引き上げるかが、洋上風力発電におけるRVAの引き上げ、ならびに地域経済効果の上昇につなが

ると考えられる。 

 

 

4.4  地域と共生する洋上風力発電における RVA 

4.4.1 地域と共生する洋上風力発電の事例 

 地域と共生した洋上風力発電の事例として、長崎県の五島市の取り組みが挙げられる。五島市

のプロジェクトの特徴は、浮体式であることと、五島市と地元漁業関係者が事業主体の戸田建設と

協働で展開していることである。洋上風力発電設備を建設するには、設置地点は共同漁業権が設

定されているので、地元漁協から了解を得る必要がある。そこで地元漁業関係者が注目したのは、
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風車の浮体部分を魚礁として漁業で活用することと、発電所の建設の際に必要になる警戒船など

の効果である。このような話し合いを続けた結果、地元漁業組合の理解を得ることができた。 

 現在では、さらなる増設に向けて2016年から環境影響評価調査を開始し、2017年には建設資金

として100億円のグリーンボンドで調達することができた。増設計画によると、水深100mから150mの

15km沖で�大10基の風車を設置する予定である。増設されれば、魚礁効果を見込んだ海洋牧場

も想定されている。 

まだまだ事業採算性は望ましい状況ではないが、浮体式洋上風力発電事業のノウハウを蓄積し

ている。今後、発電コストの低下が見込めることができれば、浮体式風力発電の発電適地は着床

式風力発電に比べて広大であるため、より風況の良い適地に設置することができる。また、魚礁効

果も合わせて、地域の漁業と共生した洋上風力発電を促進が期待される。 

 

4.4.2 提供データを活用した実際の洋上風力発電における RVA 

 前節までに試算した結果は、NRELのコストデータを活用して分析したRVAである。地域と共生す

る洋上風力発電事業が本当に地域に経済的な効果をもたらしているのかを試算するためには、実

際に稼働している洋上風力発電事業の実データを得る必要がある。そこで、洋上風力発電事業の

事例が少ない中、環境省事業として発電実験をしていた長崎県五島市における浮体式洋上風力

発電のコストデータを活用することにした。 

 環境省報告書の中に記載されていたコストデータは、環境省図書館にて保管されていた19。前提

として、五島の洋上風力発電は浮体式のためコストが高い上に、さらにこのコストデータは実証事

業に関するコストデータのため、非常に高いコストであることを留意頂きたい。その上で、現状を把

握するために比較すべきだと考え、図示したのが初期投資段階の図１７と事業運営段階の図１８で

ある。それぞれ、洋上風力RVAモデルで活用したNRELデータのRVAと比較している。地元出資率

は100%と、地元調達率は洋上風力RVAモデルと同じとしている。 

 

 
19 環境省 浮体式洋上風力発電実証事業 報告書 
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図 17 NREL/五島の RVA 比較（初期投資段階） 

 

 図１７でわかるように、五島がNRELのkWあたりの初期投資コストを大幅に上回っている。これは

前述の通り、浮体式であることと実証事業であることが関係していると思われる。地域経済付加価

値率に五島とNRELで差が生まれたのは、五島のプロジェクトにおいて、双方ともRVAに入れている

建設部門の割合が高いことを示している。実際に、初期投資段階の設備費と工事費の割合におい

て、五島のプロジェクトは40%と60%にも関わらず、NRELでは80%と20%となっており、初期投資の内

訳が全く逆になっている。これが、浮体式と着床式の違いなのか、設備費や建設費のコストの違い

なのかはここではわからない。 

 図１８では、五島とNRELの事業運営段階のRVAを比較している。地域経済付加価値率に大きな

差があることがわかる。図１９の五島のRVA構成を見ると、地元出資率100%で試算しているにも関

わらず、税引後利潤の割合が8.4%と低いことがわかる。地元出資率100%の場合、NRELの税引後

利潤の割合は79.3%であった。これは、五島のコストデータでは経常赤字を出しており、発電事業

による利潤を生み出していなかったことにある。そのため、地元出資率0%の場合も、五島の税引後

利潤は地元出資率100%と変わらない8.4%である。 

 

 

図 18 NREL/五島の RVA 比較（事業運営段階） 
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図 19 五島における洋上風力 RVA の内訳（事業運営段階） 

 

 五島とNRELの比較は前提条件が全く違うため、公平な比較とは言えない。ただ、洋上風力発電

の事業計画や発電実績をもとにしたRVAを活用すればこのような比較が可能であり、各プロジェク

トの特性や状況を知ることができることを示した。今回の五島プロジェクトのRVAについては、あくま

で実証事業段階の現状把握が目的であり、実証事業を通して得たノウハウや大量生産効果などで

コストが大きく下がると思われる。また、現状では浮体式洋上風力発電はコストが高くなる傾向にあ

るが、浮体式洋上風力発電は設置先の環境に左右されない規格で大量生産できるため、着床式

洋上風力発電に比べて大量生産によるコストダウン効果は高い可能性がある。 

 

 

4.5  洋上風力 RVA の課題 

 第４章を通して、洋上風力発電におけるRVAモデルの作成とその活用について明らかにした。こ

れまで洋上風力発電版の地域経済付加価値分析がなかったことから考えると、新たな洋上風力

RVAモデルを作成できた意義は大きい。また、洋上風力RVAモデルを活用して、実際の洋上風力

発電事業の現状に即して地元出資率と洋上風力RVAの関係についても言及できた。 

しかし、洋上風力RVAを作成する過程で本研究の中で解決できなかった課題がいくつかあった。

一つ目は、洋上風力発電事業におけるコストデータ不足である。そもそも日本において洋上風力

発電事業はほとんどなく、現状では海外のコストデータを得るしかない。しかし、洋上風力発電のコ

ストの大半は初期投資段階にあたり、発電所の設置場所と設備工場や組立工場との距離によって

大きくコストが変わってくる。現状では、日本国内には洋上風力発電に特化した設備工場と組立工

場はないため、当初は台湾の工場から海上輸送することが考えられる。その場合、欧州の洋上風

力発電のどのようなコストデータを活用するべきか別の議論が必要になる。ただ、現在公募してい
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る発電事業者の事業計画の中にある想定コストデータがあれば、日本における洋上風力RVAを試

算することができる。 

二つ目は、着床式と浮体式の違いについて詳細な調査が必要である。地域と共生した洋上風力

発電のためには、RVAを高める手段を検討するために、初期投資段階のコスト構造も把握する必

要がある。現状では、欧州に着床式データが揃っていると考えるが、欧州においても浮体式洋上

風力発電に関する事例は少ない。浮体式洋上風力発電の事業採算性が見込むことができれば、

水深の深いエリアでも設置可能になるため、再エネの大量導入のためには無視できない。 
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第５章 地域と共生する再エネの大量導入に向けた政策の検討 

 

5.1  RVA を活用した政策選択 

 再エネの大量導入のためには、目標を実現するために具体策が求められている。第３章の地熱

発電と第４章の洋上風力発電では、RVAを高めるためには地元出資率を可能な限り引き上げるこ

とを指摘した。 

 RVAを高める方策を考える際に、発電事業で得た収益の一部を無条件で地域に還元する事例

も考えられる。例えば、発電事業者が独自に地域に還元する場合もあれば、原子力発電所の立地

地域の産業基盤や社会基盤を整備するための電源三法交付金のような公的資金もある。しかし、

地域側が全くリスクのない状態で交付金を受け取った場合、地域住民や地方自治体は関係者で

はなくなり無関心になる。発電所稼働後に問題が起きた場合に、「発電事業者」対「地域」という構

図が生まれてしまう。しかし、地域住民や地方自治体も出資して発電事業の経営に直接参画する

ことで、発電事業者と地域住民の共同体が生まれ、稼働後も同じ目標に向かって地域と共生した

再エネを進めることができる。Musall & Kuik(2011)によると、地域住民や地方自治体などが再エネ

事業に参画するか検討する場合、地元出資率を引き上げて地域のオーナーシップを高めること

が、実際に立地地域に対する社会受容性を左右することが報告されている。 

 これらのことから、再エネの大量導入に欠かせない地域との合意形成促進のために、RVAを高

める政策について議論する必要がある。第５章では、RVAを高める政策を検証するために RVAの

応用と展望について述べる。このような取り組みを、根拠に基づいた政策立案（EBPM）として、政

策プロセスの中で活用することが増えている20。 

 

 

5.2  政策による RVA への影響 

5.2.1 キャピタルリサイクリング 

 キャピタルリサイクリング（CR）とは、固定資産の売買のことで、保有している再エネの事業権の売

買を指す。キャピタルリサイクリングモデルは、再エネ発電事業の初期段階においてハイリスクハイ

リターンの案件を求める投資家が再エネ事業に投資し、ある程度発電事業の安定稼働を確認した

後に、年金や保険関係のファンドなどローリスクローリターンの長期運用を方針とする別の投資家

に再エネの事業権を売り渡す金融的な取り組みである（図２０）。 

 
20 総務省 EＢＰＭ（エビデンスに基づく政策立案） に関する有識者との意見交換会報告 
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 米国では、風力発電で CRの枠組みが確認されている。当時は風力発電における発電計画の

信頼性は低く、実際に 3年ほどで発電所の安定稼働が確認された後に CRが実施されていた。し

かし、�近では陸上風力発電だけでなく、欧州を中心に洋上風力発電においても発電量の予測

が可能になってきたため、洋上風力発電の事業許可が下りた時点で CRを実施して、長期運用す

るファンドに売却しているケースも見られる。 

 本研究でキャピタルリサイクリングを取り上げたのは、地元出資率を少しでも引き上げる手段の一

つとして CRが活用できると考えたからである。基本的に、地域住民や地方自治体は資金的に余

裕がない場合が多いが、地元出資がなかなか進まない大きな要因は投資リスクである。欧米のよう

に事例が増えることで投資リスクも予測できるようになれば、地元出資率について議論ができる。し

かし、現状では地熱発電も洋上風力発電においても初期投資の割合が大きく、安定稼働が見込ま

れない限り地域内で投資を集めるのは難しい。 

 

 

図 20 キャピタルリサイクリングモデル 

 

図 21 RVA 版キャピタルリサイクリングモデル（イメージ） 

 

 地元出資率を向上させるための RVA版 CRは図２１のようになる。発電事業の初期段階におい

ては域外資本である発電事業者が出資し、数年後に安定稼働が確認された後に地元出資を一部

受け入れる。この場合、CRを実施する年数や出資額や出資率の上限などを決めるなど、事前に

地域との合意の条件に RVA版 CRを盛り込むことができる。 
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 RVA版 CRでは、数年遅れて地元出資率の引き上げができるが、実際にどの程度の RVAが見

込まれるのかを示したのが図２２である。大規模地熱が地元出資率 0%で運開した 5 年後に、地元

出資率を 20%に引き上げた場合に生まれる 15 年間の地熱 RVA（CRRVA）である。図２２では、地

元出資率 0%の場合は 17.9%、CRRVAの場合は 24.6%になっている。図２３では、各地元出資率の

地熱 RVA と CRRVAにおける 15 年間の地熱 RVAの比較である。CRRVA と地元出資率 20%を比

較すると、地元出資が 4年間 0%だった CRRVA との地熱 RVAの差は 0.8%であった。つまり、地元

出資率の引き上げが数年遅れても十分高い地熱 RVAにつながることを示している。 

 

 

図 22 事業運営段階における地熱 RVA と CRRVA の比較 

 

 

図 23 事業運営段階における地元出資率別地熱 RVA の比較（円/kW） 

 

 

5.2.2 再エネ促進法 

 再エネ促進法（Promotion of Renewable Energy Act）とは、デンマークで施行されている取り組み

で、発電所周辺地区に住む地域住民や地方自治体は、発電事業に出資する権利と機会が与えら

れる。現在ではデンマークやドイツの一部の州で同様の取り組みが施行されている（図２４）。 
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2009年に施行されたデンマークでは、風力発電から半径 4.5km以内の住民に対して、風力発電

の総投資額の 20%を出資する権利が与えられている。 

また、2016年にドイツのメクレンブルク・フォアポメルン州（MV州）で施行されたウィンドパークへ

の自治体・市民参加法（Citizens and Municipalities Participation Act）では、設置される風力発電

の半径 5km以内の住民と地方自治体に対して、それぞれ風力発電の総投資額の 10%ずつ出資

する権利が与えられている。住民の場合は、一部の住民に出資が偏らないように、一口あたり 500

ユーロ以下に抑えられている。 

 

図 24 再エネ促進法（イメージ） 

 

 本研究で再エネ促進法を取り上げたのは、仮に日本の地熱発電や洋上風力発電に適用された

場合、それぞれ地元出資率を引き上げることになり、地熱発電と洋上風力発電の双方で RVAを高

めることが見込まれるためである。 

 

図 25 再エネ促進法がある洋上風力 RVA 
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図２５は、従来通り地元出資率 0%の場合と、法律で地域住民や地方自治体に出資する権利を

10%与えた場合を比較したグラフである。洋上風力 RVAが約 1.8倍に増えている。４0万Wのウィ

ンドファームを想定した場合、地元出資率 0%の場合の洋上風力 RVAは年間約 20億円、地元出

資率 10%の場合は年間約 34億円になる。発電事業が仮に 30 年間続いたとすると、単純計算で

洋上風力 RVAに約 400億円の差が生まれることになる。発電事業者にとって利益が減ることは避

けたいはずだが、この政策によって発電事業に必要不可欠な地域との合意形成に関する社会リス

クを回避できる可能性もある。再エネ促進法を日本で適用する場合の範囲や条件は日本に合わ

せて作成すれば良いが、地熱発電でも同様の効果が見込まれ、地域経済にとっては無視できな

い効果が見込まれる政策である。 

 

5.2.3 ローカルコンテンツ 

 ローカルコンテンツとは、自国や地域内で事業を行う域外企業に対して、一定比率以上地域内

に何らかの方法でお金を落とすことを義務付ける取り決めである。�近では英国や台湾をはじめ、

洋上風力発電事業者に対して、風車の部品製造やメンテ拠点の運営などローカルコンテンツの条

件を求める国は増えている。 

 

 

図 26 地熱 RVA（初期投資段階） 

 

 本研究でローカルコンテンツを取り上げたのは、初期投資段階における地元調達率を引き上げ、

RVAを高めると考えたからである。例えば、図２６は、地熱発電における初期投資段階の地熱

RVAを示している。地熱発電事業を展開するために２0%のローカルコンテンツが条件に加えられ

た場合、20%のローカルコンテンツの条件を満たすためには、大規模地熱（3万 kW）では 8.7%の地

元調達の上積みが期待できる。実際には、地域の企業が請け負っても国税などで地域外に流出
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する金額もあるが、実質ローカルコンテンツ 20%は地元調達率が約 20%前後になるのと同等と考え

られ、大規模地熱に比べて約 10%の地元調達率の上積みが期待できる。地元調達率の向上によ

る初期投資段階における RVA10%の上積みは約 30億円に値する。 

 ローカルコンテンツは、域内企業を優遇することで RVAを高められる見込みはあるが、逆に事業

のコストが高騰することも考えられるため、ローカルコンテンツの範囲や再エネ電源によって条件を

考慮するべきである。しかし、地元産業への経済効果を目指す地域にとっては重要な指標である。 

 

5.2.4 収益納付型補助金 

 収益納付型補助金とは、長野県が 2015 年に創設させた地域主導の再エネ導入を促進するため

の支援制度である。制度の内容は、地域主導型再エネ事業に認定された事業者は投資額の一部

補助を受けることができる。再エネ事業で収益が生まれ始めたら、利益に応じて交付された補助金

額の全額または一部を返納する仕組みである（図２７）。 

 

 

図 27 収納納付型補助制度（長野県） 

 

これまで地域住民や企業が主導する地域主導型の再エネ事業をするための資金調達が難しく、

事業化への移行にハードルがあった。そのため、地元資本の再エネがなかなか増えず、再エネに

よる地域経済の効果は低い傾向にあった。しかし、収益納付型補助金によって、初期の資金調達

のハードルをクリアしたことで地域主導型再エネ事業の立ち上げを促進した（図２８）。 
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図 28 収益納付型補助金の支援イメージ（長野県） 

 

 本研究で収益納付型補助金を取り上げたのは、図２８の通り、補助金によって事業開始前の資

金調達の問題をクリアしたことによって、地元出資率を引き上げることに成功している点である。仮

に、県が洋上風力発電事業に対して、総事業費の 10%に対して収益納付型補助金を適用する場

合、返納は基本的に金利ゼロなので、地元出資率 10%と同等の地域経済効果をもたらすことにな

る。第５章２節２の図２５で示したように、地元出資率を 10%に向上するということは、第５章２節２で

述べた再エネ促進法と同等の 30 年間 400億円の新たな効果を生むことが見込まれる。 

 収益納付型補助金については、長野県としては金利分の補助金で地元出資の再エネ事業を増

やすことができるメリットがある。ただし、発電事業が失敗し、補助金で投じた資金が返納されない

場合も想定する必要もある。しかし、これらのリスクを分散するために地域金融などと組み合わせた

政策スキームが考えられる。 

 

5.2.5 マオリ信託と資源管理法 

 マオリ信託（Maori Trust）とは、ニュージーランドにおける地熱発電の取り組みの一つである。ニ

ュージーランドの資源管理法（Resource Management Act：RMA）では、地熱発電事業者は地熱資

源の権利を持つ土地所有者と関係を構築する必要がある。RMAによれば、地熱資源は公的にも

私的にも誰の所有でもないとしているが、資源開発の許可を申請するためには、資源が存在する

エリアの土地所有者の承諾を得る必要がある。ニュージーランドにおいて多くの地熱資源はマオリ

族が住む北部に集中しており、昔から地熱を利用していたマオリ族が住むエリアであった。そのた

め、マオリ族への便益や土地利用の集約的な管理を目的としてマオリ信託が作られた。 

 マオリ信託とは、複数のマオリの人々によって所有されている土地を一括して開発し、地域のた

めに利用するための手段である。その手段は、信託によって違い、地熱資源がある地域の住民が
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それぞれ地域に合った取り組みを実施している。マオリ信託については、水野(2012)にてまとめら

れている。 

 

 

図 29 トゥアロパキ信託のイメージ21 

 

タウポ市にあるトゥアロパキ信託（Tuaropaki Trust）では、3900haの土地と土地所有者約 1700人

によって構成されている。トゥアロパキ信託の 100％出資で、2000 年から稼働したモカイ地熱発電

所と 25haの温室栽培を運営しており、発電した電力はすべてマイティ・リバー・パワー社（以下、マ

イティ社）に売却されている。これらで得られた収益は、教育への補助金や奨学金を通じて信託の

株主の便益に役立てられている(Tuaropaki, 2012)。2003年からは、地熱発電事業の 25%の所有権

がマイティ社によって取得され、モカイ地熱発電所を運営する合弁会社の共同出資者となった（図

２９）。 

 

 
21 水野瑛己(2012)「ニュージーランドにおける地熱発電」『自然エネルギー財団報告書』（2012 年 9 月）より引用 
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図 30 タウハラノース第２信託のイメージ22 

 

同じくタウポ市にあるタウハラノース第２信託（Tauhara North No.2 Trust）では、トゥアロパキ信託

とは逆のパターンで発展した。マイティー社が専門知識と初期投資の提供をする一方、タウハラノ

ース第２信託が土地と資源開発許可への協力を約束する基本合意がなされた。マイティー社が

ナ・アワ・プルア地熱発電所の初期投資を行い建設した後、発電所の運転が開始した時点で信託

側が事業への資本参加をするオプションが提供された。その結果、タウハラノース第２信託は 25%

の所有権を取得し、75%の所有権を持つマイティー社と共同で運営を続けている。この取り組み

は、キャピタルリサイクリングモデルの取り組みに近く、資本力が弱い地域にとって参考になる事例

である。 

 本研究でマオリ信託を取り上げたのは、このような方法が地域住民や地方自治体との合意形成

が求められる地熱発電と洋上風力発電を促進すると考えたからである。マオリ信託の成功を後押し

しているのは、ニュージーランド政府が RMA という法律をしっかり整備し、地熱資源は公私ともに

誰にも所有権はなく、資源開発許可は土地所有者である地域住民にあると明確に明言している点

にある。その結果、地域にも利益や情報が還元され、地域と共生する土壌を作っている。 

 
22 水野瑛己(2012)「ニュージーランドにおける地熱発電」『自然エネルギー財団報告書』（2012 年 9 月）より引用 
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 日本において RMAが整備された場合、地熱発電に限らず、上記のトゥアロパキ信託やタウハラ

ノース第２信託のような地域と共生した再エネの事例が増えると考えられる。その結果、地元出資

率を引き上げて、RVAを高めることにつながる。 

 

 

5.3  再エネの大量導入を促進する方策 

5.3.1 再エネ法 

 日本における脱炭素社会の実現に向けて再エネの大量導入を促進するためには、再エネを想

定した法律の整備が不可欠である。再エネの大量導入のためには主に発電コスト・系統制約・調

整力・事業環境の問題が挙げられるが、本節では本研究の主題である地域住民や地方自治体と

の合意形成に焦点を絞る。 

前節で述べた、デンマークの再エネ促進法とニュージーランドの資源管理法の共通点は、再エネ

資源の所有権について明確に定義づけ、立地する地域住民や地方自治体にも還元がある仕組み

を作ったことにある。再エネ促進法では地域住民も再エネ事業に参加できる権利を与え、資源管

理法では土地所有者に地熱開発の裁量権を与えた。 

 長野県飯田市に地域環境権の取り組みがある。飯田市の条例で、再エネで活用される資源にお

いても地域住民が優先的に利用できる権利を地域環境権として制定した23。再エネ資源の所有権

について曖昧な定義のままである日本の中で、地域環境権は再エネ資源が地域住民に優先され

ることを明確にした珍しい取り組みである。 

 

表 9 事業実現性に関する評価項目 

 

 
23 長野県飯田市 再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例 
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洋上風力発電において、再エネ海域利用法によって�低限の事業環境が整備された。発電事

業者を選定する過程で配点される事業実現性に関する評価項目で、120点満点のうち 20点は地

域との調整、20点は地域経済への波及効果が考慮されている24。地域との調整は、関係行政との

調整能力（10点）と、周辺航路や漁業との協調・共生（10点）が配点されている（表９）。しかし、ここ

には洋上風力発電に関する地域の権利については明言されていないため、この配点では地域住

民や地方自治体との合意形成が不十分でも、ある程度の限られた関係者と調整できていれば、他

の配点で補うことができてしまう。 

また、洋上風力発電による国内経済効果や地域経済効果を高めるためには、他国で導入実績

があるローカルコンテンツという手段もある。再エネ海域利用法は洋上風力発電の事業環境を整

備した面で評価できるが、地域と共生する事業環境という面においては改善の余地があると見られ

る。 

 地熱発電においては、日本ではニュージーランドの資源管理法のような地熱法はまだ整備され

ておらず、温泉利用を想定した温泉法をベースに事業を進めている。しかし、地熱発電と温泉利

用では求められている事業環境が大きく違い、地熱発電を促進する上で大きな障害となっている。

特に、地熱資源の所有権がどこにあるのかを明言されていないことが、地熱発電の導入がなかな

か進まない問題の根源になっている。ニュージーランドでは資源管理法によって、所有権は公私と

もに属さないが、発電事業の許可は土地所有者に裁量権が与えられている。しかし日本では、地

熱資源の所有権の明確な定義がないため、地熱発電予定地から数十 km離れた地点でも、温泉

の枯渇を懸念する温泉事業者等は所有権を主張することができる。県条例で距離を定義している

場合もあるが、その範囲もバラバラで統一されていない。地域と共生する地熱発電を促進するため

には、資源管理法のような政府による地熱法の整備が求められる。 

このような地域の権利も考慮した再エネ法の整備が、日本における再エネの大量導入には不可

欠である。地域住民や地方自治体にも周辺の発電事業に参加できる権利を与え、地域にも一部

の収益を循環させて RVAを高める仕組みが必要である。 

 

5.3.2 第三者による資源調査とゾーニング 

 地域と共生した再エネの実現には、事業計画段階で発電適地であるか確定する必要がある。地

域住民による合意形成の場で、発電事業者による資源調査や環境影響調査では信用できないと

いう声もある。それは、何もルールがない中で、発電事業者にとって都合の悪い情報は隠すことが

できると地域住民が懸念しているためである。 

 
24 一般海域における占有公募制度の運用指針（2019 年 9 月時点） 
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これらの問題を解決するためには、発電事業と調査事業の主体を切り分け、第三者による資源調

査と環境影響調査を推進することが挙げられる（図３１）。ニュージーランドでは、まず地熱資源調

査と環境影響調査を実施し、発電適地（Development）と自然保護地区（Protected）に分類してい

く。その中で発電適地と判断されたエリアは発電事業者を公募するプロセスに入る。つまり、第三

者による資源調査と環境影響調査をもとに発電できるエリアをゾーニングし、そのあと公平な場で

発電事業者を選定する流れである。発電事業と調査事業の主体を切り分けることで、発電事業者

と地域住民にとって透明性かつ公平性を備えた選定プロセスが可能になる。このようなオープンな

プロセスによって、発電事業者と地域住民は同じ便益を目指して関係を構築する土壌が生まれ

る。 

また、ゾーニングの評価は、資源ポテンシャルや環境影響調査などの環境的な視点だけでなく、

周辺住民への影響や既存産業への干渉状況など地域の経済的・社会的・文化的な視点から判断

する必要がある。これらも再エネ法に裏付けられた第三者による評価で進めることが、地域と共生

する再エネを促進するには欠かせない。 

 

 

図 31 「第三者による調査事業」と「発電事業」の分離イメージ25 

 

5.3.3 未利用資金の有効活用 

 RVAを高めるためには地元出資率を引き上げると前章までに述べたが、地域住民にとって資金

調達はハードルが高いので、改善策として前節のキャピタルリサイクリングや収益納付型補助金を

提示した。しかし、キャピタルリサイクリングは地域住民が安定稼働後に資金調達する必要があり、

 
25 筆者作成 
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収益納付型補助金も公的資金であるため予算には上限がある。そこで活用できると考えられるの

が、民間企業の内部留保などの未利用資金の有効活用である。 

 ここでいう企業の内部留保とは、企業が所有する資産のうち自己の利益によって調達した部分の

中の利益剰余金を指す。内部留保は一般的に、市場環境の変化などに対応するために準備して

いる資金であるが、�近では内部留保を溜め込む企業に対して、株主や経済に貢献していないと

いう声もある。内部留保を溜め込むことに対する賛否はあると思うが、現状では企業の利益剰余金

は年々上昇しており、2019年時点で約 470兆円26と言われている（表１０）。企業の非常時を除い

て、これらの未利用資金を活用できると考えられる。 

 

表 10 利益剰余金の推移 

 

 

 内部留保の活用方法として、前節で述べた長野県の収益納付型補助金モデルが挙げられる。

現在、収益納付型補助金は長野県の予算で運用されているが、地方自治体が運用する収益納付

型補助金（以下、地域再エネファンド）に対して、民間企業の内部留保資金を活用する方法が考え

られる。地域再エネファンドがこれらの未利用資金を元手に地域の再エネ事業を支援することで、

地元出資率の高い再エネ事業を増やすことができる。一方で、企業にとっては資金を提供すること

による利子と、非常時に地域再エネファンドから資金を回収できる保証が求められる。利子に関し

ては、グリーン投資減税27などの優遇措置や ESG 投資による市場価値向上などで企業に対してメ

リットを提供できる。非常時の資金回収に関しては、政府や地方自治体の支援を必要とする。前述

した再エネ法でこれらの減税や非常時の保証について明記することもできる。 

 内部留保 470兆円のうち 10%でも活用された場合、地元出資率を引き上げる地域再エネファンド

の元手として全国の地域に約 50兆円の資金が生まれることになる。内部留保の他にも、年金積立

金管理運用独立行政法人（以下、GPIF）が運用する約 170兆円28も考えられる。また、都道府県や

 
26 法人企業統計年報（2019） 利益剰余金の推移（金融業、保険業を除いた全産業の数値算出） 

27 グリーン投資減税は 2020 年から省エネ再エネ高度化投資促進税制に名称変更 
28 年金積立金管理運用独立行政法人 2020 年度第２四半期運用状況 
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市町村の地方自治体においても、非常時に積み立てている財政調整基金が約 21 兆円29あり、地

方自治体が運営する収益納付型補助金の元手の一つとしても活用が考えられる。 

 これらの未利用資金を再エネ事業の地元資本の元手として活用することによって、収益納付型

補助金を運用する地域再エネファンドで地元出資率を引き上げることができ、再エネによる RVA

への影響は非常に大きなものになると考えられる。これらの取り組みを支援するためには、内部留

保や GPIFなどが地域再エネファンドに資金を提供しやすい環境を整備する必要がある。 

 

 

5.4  エネルギーデザイン 

脱炭素社会の実現に向けて、日本のエネルギーを再設計する段階に来ている。デザインとは、特

定の環境下や様々な制約の中で、目的を達成するために、未完成の要素を組み合わせて、要求

を満たすような使用を明示することである。地域の環境や状況下で、脱炭素社会の実現のために

再エネの大量導入が求められる今、地域自らも再設計に向けてエネルギーをデザインする時代で

ある。 

 地域のエネルギーを再設計するためには、まず現時点での地域エネルギー収支を把握する必

要がある。第２章１節で述べたように、日本におけるエネルギー源の大半は海外から輸入している

化石燃料であるため、資源は海外、発電所は港湾近くに偏在している。多くの地域では、エネルギ

ーを地域外から調達しているため、漏れバケツ理論と同様、地域として稼いだ利益はエネルギー

で域外に流出していることが多い。再設計のためには、その現状を把握する必要がある。 

 次に、地域エネルギーの資源ポテンシャルを把握する必要がある。資源調査については、すで

に多くの地域で実施されていることも多く、既存の文献などで確認できることも多い。特に、毎年発

行されている永続地帯報告書30は、各地域のエネルギー供給実態を把握するためにはとても参考

になる報告書である。 

 �後に、把握したポテンシャルをもとに、再エネを導入した場合のエネルギー収支を試算する。こ

れまで漏れたバケツから流出していたエネルギー支出がどのように地域内で循環する可能性があ

るかを確認する。前述するように、発電事業の地元出資率を引き上げない限り RVAを高めることは

難しいが、地域として自分たちのエネルギーを見直す機会になり、再エネのある地域について想

像することができる。 

 以上のように、エネルギーデザインの 3つのステップを経て、地域として再エネのある地域につ

いて想像できる材料を揃えることが、地域と共生する再エネについて検討するための第一歩とな

 
29 総務省(2017) 地方公共団体の基金の積立状況等に関する調査結果のポイント及び分析 
30 千葉大学倉阪研究室・NPO 法人環境エネルギー政策研究所 「永続地帯 2019 年度版報告書」 
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る。これらのデータが揃い始めたら、地域住民や地方自治体が再エネの導入について検討するた

めの判断材料と選択肢を作ることができる。 

 

 

5.5  再エネのある日本経済 

 各地域がエネルギーの再設計を検討し、第５章２節と３節で述べた RVAを高める政策による環

境が整えば、脱炭素社会の実現に向けて地域と共生する再エネの大量導入が現実的になる。 

現時点では、日本のエネルギー経済は漏れバケツ状態であるが、洋上風力発電や地熱発電の

大量導入が進めば、エネルギー資源輸出国に流出していた年間 10兆円以上の資金が日本の地

方に流入する。特に、北海道・東北・九州は大きな再エネポテンシャルを抱えている。これまで日

本の経済は 1960 年に策定された国民所得倍増計画で提唱された「太平洋ベルト地帯構想」を中

心に発展してきた（図３２）。いまでも日本経済の中心は太平洋ベルトである。 

しかし、日本で再エネが大量導入された場合、再エネポテンシャルの高いエリアには年間 10兆

円以上のエネルギー支出と関連事業による経済波及効果が見込まれる。特に、図３３のように、主

力電源になる可能性のある洋上風力発電の適地は、北海道・東北・九州の日本海側に広く分布し

ている。地熱発電についてもポテンシャルの多くは北海道・東北・九州に分布している。これまで経

済発展の中心であった太平洋側ではなく、これまで経済発展が太平洋側に比べて遅かった日本

海側に新たな経済圏が生まれる可能性がある。太平洋ベルト地帯に次ぐ、日本海経済圏の形成

である。再エネによって各地域だけでなく、日本海をはじめとする日本全体の経済発展が見込まれ

る。 
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図 32 太平洋ベルト地帯 

 

 

図 33 再エネによる日本海経済圏 
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第６章 結論 

 脱炭素社会の実現に向けて、日本は再エネの大量導入のために現実的な具体策が求められて

いる。地域住民と地方自治体の理解を促進するためには、地域が受けるリスク以上のメリットを可視

化する必要がある。そこで、本研究では判断材料の一つとして地域経済付加価値分析（RVA）を取

り上げ、地域と共生する再エネの大量導入に向けた取り組みや政策の特徴を定量的に明らかにし

た。 

 化石燃料などの輸入資源に頼る現在の日本に比べ、再エネが大量導入された日本では、持続

可能な発展のために環境保全・地域経済・産業経済・安全保障の面で効果がある。その効果は、

再エネによる環境保全、国産エネルギーである再エネによる地域経済効果と国家全体への産業波

及効果、海外の市場リスクや為替リスクと関係なく安定供給が期待されるエネルギー安全保障、の

4 点である。この中で本研究では、再エネの大量導入を促進する地域との合意形成には地域経済

の視点が重要と考え、今後導入促進が見込まれる洋上風力発電と地熱発電における RVAモデル

を新たに作成し、今後再エネの大量導入を後押しすると考えられる取り組みと政策について定量

的に検証した。 

 本研究では、まず第１章で国内外における気候変動対策の経緯と日本における再エネポテンシ

ャルを確認し、再エネの導入に求められる地域住民と地方自治体との合意形成に地域経済効果

を示す定量的な分析が必要であることを述べた。第２章では、再生可能エネルギーと地域経済に

関する先行研究をもとに産業連関分析と地域経済分析システムを比較し、本研究で扱う地域経済

付加価値分析モデルの特徴と合意形成ツールとしての有用性について明らかにした。第３章で

は、日本で未開発かつポテンシャルが大きい地熱発電における地域経済付加価値分析モデルを

作成し、地域と共生した地熱発電の特徴を定量的に明らかにした。第４章では、今後大量導入が

見込まれる洋上風力発電における地域経済付加価値分析モデルを作成し、地域と共生した洋上

風力発電の特徴を定量的に明らかにした。第３章の地熱発電と第４章の洋上風力発電では、地域

経済付加価値を高めるためには発電事業の地元出資率をできるだけ引き上げる必要性があること

を指摘した。第５章では、RVAを活用して、地元出資率の引き上げや RVAの向上を促進する取り

組みと政策を定量的に検証した。第５章２節では、地元出資率や地元調達率の引き上げなど、地

域と共生する再エネを促進すると考えられる政策の事例を取り上げ、それぞれ RVAの視点からそ

の効果について論じた。キャピタルリサイクリング・再エネ促進法・収益納付型補助金・マオリ信託

に関しては主に地元出資率の向上を促進し、ローカルコンテンツは地元調達率の向上を促進する

ことを RVAで明らかにしている。第５章３節では、第５章２節の事例を参考にしながら、再エネの促

進に対応した法律・第三者による資源調査とゾーニングの実施・未利用資金の有効活用など、再

エネの大量導入に有効と考えられる政策について RVAで定量的に論じている。また、今後再エネ
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に関する政策を議論する際は、地域と共生する再エネのためには地域側も行動を起こす必要があ

る。第５章４節では、自分たちが住む地域のエネルギーを把握し、再エネの可能性を聞き、再エネ

のある未来について想像することで、再エネの導入に関して議論できる土壌と選択肢の提示につ

いて述べた。�後に第５章５節では、太平洋ベルトを中心に経済発展した日本において、再エネ

の大量導入を実現した場合、北海道・東北・九州を中心とした日本海経済圏の形成の可能性につ

いて述べた。 

 日本の脱炭素社会の実現に向けて必要不可欠な再エネの大量導入に向けて、本研究では地域

住民や地方自治体との合意形成の促進が必要と考え、国内で十分な資源ポテンシャルが見込ま

れ、今後導入を進めるべき洋上風力発電と地熱発電に特化して地域経済付加価値分析モデルを

作成し、それぞれの発電の地域付加価値を明らかにした。また、地域経済付加価値分析を活用し

て再エネの大量導入のための具体策と見込まれる効果を定量的に可視化した。今後の課題として

は、2050 年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて、根拠に基づいた具体策を求める政

府や地方自治体に対して、地域経済付加価値分析モデルで得た結果を信頼できる提案にするた

めに、第一にコストデータの収集と、第二に地域経済付加価値分析活用の簡便化が挙げられる。

これらの課題を改善し、発電事業や政策選択の合意形成ツールの一つとして RVAを活用すること

で、地域と共生する再エネの大量導入を促進し、ポスト FIT 時代を見据えて議論の土台となる具

体策の検証と実現に貢献することを目指す。 
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